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行政手続法の概要

行政手続法似下「法判喚」という場合は同法のこ

と)が四4 i f . 1Q月1日に施行されてから1年が経とう

としている。同法の主な内容は次のとおりである。

①申請に対する処分絃埠この解説では第2)
行政庁は、申請により求められた許認可等をす

るかどうかを判断するための基準揮査基準)を

定め、原買りとしてこれを公にするとともに、申請

の処理に通常要すべき標準的な期潤練準処理期

間)を定めるよう努め、これを定めたときは公に

しておかなければならない。また、申請が到達し

たときは遅滞なく審査を開始し、形式上不適合な

ものであっても、速やかに応答しなければならな

い伸請に対する審査応答)。さらに、申請によ

り求められた許認可等を拒否する場合には、原則

としてその理由を示すとともに狸自の提示)、第

諸併曙を考慮すべきことが許認可等の要件と

されているものについては当該第請の意見を聴

くよう努めなければならない。

②不利鑓処分館3章一この解説明捕ト次号)

行政庁は、不糊拠分をするかどうかの判断の

基準処分基準法定め、公にしておくよう努める

とともに、不利益処分をしようとする場合には、

相手方に意見渡述の機会を与えるため、あらかじ

め通知し、許認可の取消し等の処分については聴

聞手続、そ¢他の不利益処分については弁明の機

会の付与の手続を執らなければならないことと

し、それぞれの手続について、所要の規定を整備

した僻聞手続では、不利益処分の原因となる事

実を証する資料の閲覧を求めることができる)。

また、不華日益処分をする際には、原則としてその

理由を示さなければならない健由の提示)。

③ 行政指導舷4章一この解説では第←次号)

行政指導に携わる者は、当該行政機関¢任務ま

たは所掌事務の範囲を逸脱してはならず、相手方

の任意の協力によってのみ実現するものである

ものであることに留意し、行政指導に従わなかっ

たことを理由として不利益な取り扱いをしては

ならない(申請に関連する行政指導や許認可権限

を背景に行われる行政指導についても規定され

た)。また、行酎旨導をするときには、相手方に

その趣旨、内控室及び責任者を明らかにするととも

に、相手方から求めがあれば、原則としてこれら

を記載した書面を交付しなけれまならない。さら

に、複数の者に対して行政指導をしようとすると

きは、あらかじめ、事案に応じ指針を定め、原則

としてこれを公表しなければならない。

④居出舷臣室 この解説では第ト次号)

届出が形式上¢要件に適合している場合は、提

出先織関¢事務所に到達したときに、届出をすべ

き手編止の義務が履行されたものとする。

また、行政手続法の施行に伴い、広範囲に関係法

律・政令・省令も改正・制定されている。労働省関

係でも、関係法令の改正・制定が行われ傍働基準

法、労働膚災害許措償保険法、労働安全衛生法等の16

の法箱、教令、 1 1省令の改正、及び、 E省令ー労働

省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関

する規則、社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則

¢制定)、平成昨日月28日付け労働省発総第2号

「行政手掛去及び行政手続去の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律の施行について」や平成昨司月

2 9日付け労働省発総第2 3号「聴聞及び剤師機会の

付与の手続について」などの関係通達も発出されて

いるが、それらの内容についてはほとんど紹介され

ていない。償働基準行政関係の通達としては、平

成昨日月3)日付け基発第 6 1 1号・婦発第2 7 2号「行政

手続法の施行に伴う聴聞及び弁明の機会の付与の

手続について」、同日付け基発第日ロ号・婦発第 273
号「行政手続法等の施行について」など。｝行政手続

法で「公にしておく」こととされた、申請に対する

処分に関する審査基準・標準処理期間、不利益処分

に関する判断基準のいずれについても、申請者等の

「求めがあった場合に提示すればよい」という対応

をとっているため、日常の行政実務に変化がみえな

いこともこの法律の周知を妨げている用だ。

ここでは、行政手続法の内容及び労働基準行政に

おける取り扱いについて、われわれがこれまでに入

手することができた情報を整理して紹介し、行政手

続法の活用と改善に向けての一助としたい。

第1 総 ft U

自 目 的

行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する

手続に関し、共通する事項を定めることによって、

行政運営における公正の確保と透明性の向上を図

り、もって国民の権甲J利益の保護に資することを目

的とする(法1条1項)。

他の法律に特別の定めがない限り、行政手続まの

規定か適用されることとなるが、 if子政手続」伺怯

はこの用語についてとくに説明をしていない)の全

てを網羅したものではなく、前記のとおり「処分」、

「行政指導」、「届出」に関する手続が対象である。

さらに、「処分」の全てについて規定しているわ

けでもない。「事後手続」として、行政庁の処o3-に
対する不服申立ての手続を定める一般法として

1962年に行政不服審査法が制定されているが、「事

前手続」についてはこれまで一般法がなく、個別の

法律の措置に委ねられ、不備不統一等が指摘されて

きたが、行政手続法では、「処介」のうちの「申請

に対する処分」及び「不利益処分」の「事前手続」

についてのみを対象としたものである。

また、法律に基づく命令敏省令>や後述の審査基

準、標準処理期間、判断基準、あるいは行政機関が

策定する様々の計画等(これらについては、いずれ

も行政決定を直接の対象として訴訟で争う途が用

意されていない)のゆj定手続」を規定したもので

はなく、それらを含めた行政手続全般に対しての労

働者住民等の「参加」や「情報公開」の問題等を

根本的に解決するものて、もないということにも留

意しておきたい。行政手続法の規定に従って、審査

基準等が定められ、それに基づいて処分がなされた

としても、その審査基準等や処分が無前提に正しい

ものとは言えないし、処分について争えなくなるわ

けでもない。ただし、「手続に蝦痕があった場合の

処分の効力や訴訟提起との関係について、何らかの

規定を置くこととするかどうかについては、立法的

な解決をするのではなく、判例に委ねることが適当

と判断されたJ(｛I中正『行政手続法のすべて~)とい

う府政手続法では罰則規定も設けられていない)。

行政手続法は、①「申請に対する処分」、②「不

利益処分」、③「行政指導」、④「届出」について、

その手続に関して共通するルールを定め、「行政に

おける意志決定の過程が国民にとって一段と分か

りやすいものとなり、国民のチェックを受けやすい
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信組みへと改善されること」併前掲書)を目的とし

たものと理解し、評価する必要があろう。

行政手続法では、主な用語の意義について次の  2
～71のとおり定められている。たえず、行政の行為

がこれらの何に当たるのかをチェックし、疑問があ

れば質問して確かめるという姿勢で臨もう。

目2 処 分

「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使

に当たる行為をいい(法2条2号)、行政不服審査法1

条、行政事件訴訟法2条頑と間内容である。まず、

「処分」と「行政指導」の区分がポイントとなる。

日3 申請に対する処分

「申請」とは、法令に基づき、行政庁の許可、認

可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与す

る処分似下「許認可等J)を求める行為であって、

当該行為に対して行政庁が許諾の応答をすべきこ

ととされているものをいい(法操3号) 、承認、認定、

決定、検査、登録等も含まれる。「申請に対する処

分」と「不利益処分」の区分、及び、「申請に対す

る処分」と「届出」の区分がポイントとなる。

行政手続去においては「申請に対する処分」をそ

の対象としているが、労働基準行政関係の「申請に

対する処分併働大臣が行う処分を除く )J は別掲

「申請に対する処分一覧表 J(14頁参照)に掲げる処

分が該当するとされる。労災保j険法に基づく「保険

給付の請求」等もここでいう「申請」に該当する。

審査基準・標準処理期間の設定・公表、理由の提

示等が義務付けられることになるが、下記の点及び

「第 1-8適用除外」にも留意する必要がある。

@法令違反の「申告」

労働基準法10<袋、労働安全衛生法g深に規定す

る「申告」については、労働省はこれを「申請」に

は該当しないとしている。いずれも「事業場に、こ

の法律またはこの法律に基づいて発する命令に違

反する事実がある場合においては、労働者は、その

事実を行政官庁または労働基準監督官に申告する

こと併働安全錆生法では「申告して是正のため適

当な措置をとるように求めること J)ができる」と規

定しているが、労働省では、判例僚京高56.3お、

大阪地5 5 . 1 0 2 9等)を盾に、申告がなされたことに

よって、「行政庁に応答の義務が生じるものではな

い」という立場をとっているためである。

したがって、申告に対して是E措置をとる場合の

審査基準・標準処理期間の設定公表等は義務付

けられていないという考えなのである。

@労災保険の労働福祉事業調係

「申請に対する処分一覧表」には、労災保1険法の

労鋤福祉事業関係か掲載されていないが、労働省は

同様に、「行政庁に応答の義務が生じるものではな

い」という考えなのではないかと思われる。「労災

保険法2 : >条1項によると、政府は、労餅富祉事業を

行うことが「できる』とあり、行うか行わないかは

自由であって、結局予算の範囲内て、可能な限度で行

うことになる。つまり、労働福祉事業は政府の裁量

できまる恩恵』甘な事業であって、被災労働者らが権

利として主張できるものではない J rしたがって、

不服審査を請求する権利はない J 併上浩『労災補

償法入門～)と取り扱われてきたからである。

例えば、労災保険特別支給金については、労働省

令で郊古規則が定められ、支給要件や申請手続等が

明示され、労災保j険溺告行規則1諜の「所轄労働基

準監督署長は、保険給付に関する処分を行ったとき

は、遅滞なく、文書で、その内容を『請求人、申請

人文は受給権者若しくは受給権者であった者』に通
知しなければならない」等の規定についても、～～

の部分を「申請人ヌは受給資格者」と読み替えるな

どして準用することまで明定している(その他の労

働掲祉事業についても、行船重達等で郊古要件や申

請手続等が規定されている)。このような労働福祉

事業について、「行政庁に応答の義務羽生じるもの

ではなし、」として、行政手続法の対象となる「申請

に対する処分」から除外するのであれば大いに問題

であろう。労餅耳祉事業についても、「保護すべき

国民の権利利益j としての性格を明確にし、行政手

続法の規定はもとより、不服審査等の事後手続の適

用も受けるようにすべきである。

@業務上世卜、樟害等級認定等

不服審査の取り扱いと関連して、もう 1、2付け加

えておく。「業務土外、平均賃金領在では給付基礎

日額ゆ額、傷病の治ゆ日または障害等級等kの認定

は、保脚古付をするか否かの行政処分の前提となる

事実認定であって、それのみでは審査の対象となる

決定ではないので、これちの事実認定そのものの取

消を求める審査請求のあった場合は、多くは当該事

実認定に基づく保険給付に関する決定の取消を求

めるものであるから、その趣旨を補正せしめて取扱

うこととなる」何和3昨 8月 17日付け基発第四時

現在の r労災保険法解釈総覧躍に凶収録されて

いない)とされている。この点については、公務員

の制度と¢整合性や時効の取り扱いとの関連など

で整理が必要と指摘してきたが(1' 2月号B頁参照) 、

行政手続法との関係では、労働省は「保闘古付の請

求に対する克給または(一部・全部内支給等の決

定」がT申請に対する処分」に該当するのであって、

その決定の前提となる事実認定である「業務上外、

給付基礎日額の額、傷病の治ゆ日文は障害等級の認

定」は該当しないという考えであると思われる。

@治ゆ認定通知

振動障害等の長期療養者に対して、「適正給付管

E里」の名のもとに労災打ち切りの圧力が様々に加え

られ、保騨併すの請求がなされてから「治ゆ」とい

う事実認定を行ったよで不卦古決定を行うという

のではなく、主治医の判断も無視して一方的に r~台

ゆ纏状固定)認定」の通知力宝被災者のもとに発せら

れている実態がある。労働省は、通知した「治ゆ認

定日以降の期間に係る保闘古付の請求手続を行う

ことは被災者の自由権利)であって、請求に対する

決定給ゆ認定を行っているのだから当然不支給決

定)立、「申請に対する処分Jとして行政手続去の適

用を受け後述のとおり申請を拒否する処分は「不

利益処分」には該当しない)、不服審査等も行うこ

とができると言うのだろうが、現実には、「治ゆ認

定通知」は、あらかじめ不支給とされることのわか

った請求を抑制させ、被災労働者の倒険給付を請求

する権利の行使を抑制するものとして機能してい

る。「治ゆ認定通知」は後述の「第 1- 5行政指導」

にも「第 1-8適用除外」とされる「行政調査 Jにも

該当するとは考えられず、「法令に基づかない不利

益処分 J とも言うべき実態になっている府政手続

法の規定の適用を受ける「不利益処分」でもない)。

現場での労災打ち切りの圧力に対しては、「処分」

なのか「行政指導」なのか償拠法令浮を明確にさ

せるなど、行政手続法を活用して、不当な行政手続

を是正させていく取り組みが米められる。

。傷病(補償)年金

傷病網償洋金については、請求により支給され

るのでなく、該当する者があった場合には、労働基

準監督署長が職権により競合、変更の決定をしなけ

ればならないものとされているため、「申請に対す

る処分」には該当しない。別掲「不利益処分一覧表」

(19頁参照)では、「傷病締償)年金の改定」のみが

掲げられているが、不服審査との関係では、傷病締

償芹金の支給の決定、郊舗の決定、変更に関す

る決定のいずれに関しでも、労災倒険法3礁の規定

による不服申立てをすることができるとしている

問問符3月3 0日付け基発第四号)。

自4 不利益処分
「不利益処分」とは、行政庁が、法令に基づき!特定

の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、

またはその権利を制限する処分をいう(法2条4号)。

作為(一定の行為在行わなければならない)義務

を課す処分として、物件の除去命令、施設の改善命

令、保険料の賦課等、不作為桁つてはならない)義

務を課す処分として、営業停止命令、建築物の使用

禁止命令等、権利制限処分として、許認可等の取り

消し、役員の解任等がこれに当たる。

労働基準行政関係の「不利益処分t労働大臣古苦行

う処分を除く )J としては、別掲「不利益処分ー覧

表J(lQ頁参照)に掲げた処分が該当するとされる。

なお、例えば、使用者に対する処分が労働者にとっ

ては不荊j益となる場合など、名あて人に対しては受

益的であるが第請の権利を制限する効県を有する

処分などは、「不利益処分」には該当しないことか

ら、日J途の検討が必要な分野も出てこよう。

なお、次の①~④に該当するものは不利益処分か

ら除かれる舷諜4項ただし書) J第 1- 8適用除外」

についての解説についてもよく留意されたい。

@臨横・立入検査等

①事実上の行為及び事実上の行為をするに当た

りその範囲、時期等を明らかにするために法律上

必要とされている手続としての処分

行政上の強制執行行為刊のほか、調査のための土

地・事務ii'!iへの立入り、当該土地での検査の実施

等が該当するが、労働基準行政関係では、例えば、

労働基準法101条1項の規定に基づく労働基準監
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求める行為等が該当するとされるロ

ト行政庁と行政機関

督官の臨検、労働安全衛生法但条1項に基づく産

業安全専門富等の立入検査、労災保険法 4荏条理事

業主等に対する醇議、質問、検査)及び同法4操

診療担当者に対する命令)等の規定に基づく検

査等がこれに該当するとされる。

@申請担否処分｛舌労災保積不支給決定)

② 申請により求められた許認可等を拒否する処

分その他申請に基づき当該申請をした者を名あ

て人としてされる処分

これについては、申請拒否処分については、申

請者が必要な準備をした上で申請を行い、行政庁

の処分は当該申請があった場合にのみその応答

として行われるものであるから、それが当該申請

を拒否する処分であっても、申請者にとって不意

打ちとなることはないので、通常の不利益処分と

同様な手続保障の対象とすることは適当でない

と説明されている総務庁守7政管理局『逐条解説

行政手続法［増補 J~ 以下総務庁「逐条解説J)o

労災保険給付の請求に対する不支給決定など

は、「不利益処分」に該当しないこととなるが、

現実の「業務外認定」等の実態をみると、この説

明にすんなりと合致するかどうかはなはだ疑問

があり、「不利益処分jについてのみ規定されて

いる「資料の閲覧」等を「申請拒否処分」の場合

についても規定すべき場合もあるのではないか。

前述した「治ゆ認定」をめ寸る問題も同様である。

③名あて人となるべき者の同意の下にすること

とされている処分

④許認可等¢効力を失わせる処分であって、当該

許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届

出力まあったことを王韮由としてされるもの

目5 行輔導

「行政指導」とは、行政樹関がその任務または所

掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現す

るため特定の者に一定の作為または不作為を求め

る指導、勧告、助言その他の行為てあって処分に該

当しないものをいう(法E条6号)。

労働基準行政関係の行政指導で、労働基準局また

は婦人局の所掌事務の範囲内で行うものとしては、

具榊甘には、労働基準監督官が臨検監督時に行う是

正勧告、集団指導等め相手方に作為または不作為を

行政手続法は、処分を行う主体を「行政庁」、行

財旨導を行う主体を「行政機関」と書き分けている。

「行政庁」とは、処分権限を有する者処分権者)

をいい、労働基準行政関係では、①冨の機関として、

労働大臣、労働省労働基準局長、都道府県労働基準

局長、労働基準監督署長、労働基準監督宮、②法令

により処分権限が与えられた機関として、労働安全

衛生法に基づく製造時等検査代行機関、性能検査代
行機j関、個別検定｛~子機関、型式検定代行機関、指

定試験機関、指定教習機関、作業環境謝定法に基づ

く指定試験機関、指定講習機関及び指定登録機関が

該当する。

労働基準行政関係の「行政機関」舷築曙)とし

ては、①国の行政機関として、労働省、労働省労働

基準局、都道府県労働基準局、労働基準監督署、②

法律上独立に権限を行使することを認められた①

の職員として、労働大臣、労働省労働基準局長、都

道府県労働基準局長、労働基準監皆署長、労働基準

監督官、産業安全専門官、労働衛生専門官、じん肺

診査医がこれに該当する舷操5号では、¢児島以外

に③「地方公共団体儀会を除く )Jが含まれる)。

自7 届出
「届出」とは、行政庁に対しー定の事項の通知を

する行為伸請に該当するものを除く)であって、法

令により直接に当該通知が義務付けられているも

のをいい(法2条7号)、届出、報告等法令上の用語の

如何を問わない。

労働基準行政関豚では、労働基準法ま条に規定す

る時間外・休日労働に関する協定の届出、同法度燥

に規定する就業規則の届出、労災保険法 12条の7に

規定する側険給付に関する事項の届出等が該当す

るとされる。

自8 適用除外

(1 ) 特定の行蹄輔の適用除外

特定の行政領域に係る処分及び行酎旨導につい

ては、 「第2申請に対する処分」、「第 3不利益処分」 、

「第4行政指噂」に関する行政手続法の規定は適用

しないこととされている(法3条1項)。

労働基準行政関係で、この適用除外に該当するも

のとしては、以下のようなものがあるとされる。

@監督官が司法醤察蟻員として行う処分等

①労働基準監督宮が、労働基準法等の違反につい

て、刑韓間法等に基づき司法警察職員として行

う処分または行政指導

根拠となる法諜1項E号( J I ! J事事件)について、

総務庁「逐条解説jでは、適用除外の理由を「刑事

事件に関する処分等は、裁判所における判断仰J

事裁判)を中核として構成された世界の一部であ

り、国民に与える権利侵害の震大さにかんがみ、

強申拠分には裁判所の判断を関与させるなど刑

事訴訟法等において必要な手続を定めているも

のであることから」、「処分のlま古ヰ子政指導も含

むことに関しては測事事件の世界においては、

任意捜査等であっても必要な事項は法律で定め

ることとされていること」からと説明している。

別掲の「申請に対する処分一覧表 J r不利益処

分一覧表」に監督業務関係の事項が見当たらない

ことを疑潤に感ずる向きも多いと思われるが、労

働基準監督官が司法警察職員として行う処分・

行政指導がここでいう適用除外とされているこ

と、にもかかわらず前述のとおり、労働基準監督

官が臨検監督時に行う是正勧告は行政手続法の

「行政指導」に関する規定の適用を受けるとされ

ていることf第 4行政指導」の解説も参照)、及

び、「違反行為を是正するための行総旨導を行う

場合に、監督処分等に先立って行われるものにつ

いて、その『指針』を定め、公表することが脱法

行為を助長することになる場合」総務庁「逐条

解説J)には「行政上特別の支障」があるとして「集

団府肘旨導の指針」を公表しなくてもよいとして

いること等を含めて、議論される必要があろう。

②労働安全衛生法7議の規定に基づく免許試験

など、専ら学識技能に関する試験または検定の結

果についての処分

根拠となる法主条1項 11号鼠験・検定)につい

て、「逐条解説」では、適用除外の理由を「人の能

力という単純には測ることができないものにつ

いて、試験・検定という場において示された結果

のみをもとにして試験委員等が判断するという

特殊な性格のものであり、その性質上、審査基準

の公表や理由提示になじまないこと。また、試験

・検定自体が一種の事前手続であり、独自の手続

体系とみることが適当である」と説明している。

③労働基準法8 5条の規定に基づく仲裁など、相反

する利害を有する者の間の調整を目的として法

令の規定に基づいてされる裁定その他の処分及

び行政指導

根拠となる法捺l項 12号( fJr害調整)について、

「逐条解説Jでは、適用除外の理由を「多くの場合、

両当事者の一方の申請に基づき手続が開始され

るが、裁定手続のほとんどは、両当事者から意見

を聞き、それを総合的に判断して処分する仕組み

となっていること、行政庁と棺手方との2面的な

織量を前提に手続の共通化を図ろうとしている

行政手続法の諸規定の適用になじまない点があ

ることなどから」と説明している。

④労働基準法1 0 "襲、労働安全衛生法密集第瀕等

の規定に基づき、労働基準監督官が労働者の生命

及び身体の危険を防止するために現場において

行う緊急措置命令等

根拠となる法操1項目号伺場処分等)につい

て、「遂条解説」では、適用除外の理由を「その

場を承知している相手方に対して、その場で行わ

れるものであることから、聴聞・弁明の手続を執

ることは困難であり、理由提示を行ういとまがな

いか、またはその必要性が薄い」と説明している。

@行政調査(含受診命令等)

⑤労働基準法101条第1項に基づき労働基準監督

官が書類等の提出を求め、尋問を行う行為、同法

1凶条のお規定に基づき都道府県労働基準局長

等が報告をさせ、出頭を命じる行為、労働安全衛

生法α1動の場環の規定に基づき労働大臣から

委託を受けた者が質問をし、書類等の提出を求め

る行為、作業環場測定法必条の規定に基っき都道

府県労働基準局長等が報告をさせ、出頭を命じる

行為、じん肺法4操の規定に基づき都道府県労働

基準局長等が報告を求める行為、労災偶険法誕百E
t使用者の報告報告、出頭等)、 4 1条信号働者及び

受給者の報告、出頭等)、 4操鯵療担当者に対す

る命令等)の規定に基づき労働基準監督署長等が

文書の提出等または出頭を命じる行為、同法4漆

6 安全センタ情報95年 10月号 安全センタ情報95年 10月号 7



極主主軸富富宮崎嘉吉常黒品醐Pi"-~~踏首脳臨論語踊踊画面遍踊醐醐掴蝿醐醐醐臨醐醐醐醐醐醐輔醐醐醐醐

の2佼診命令)の規定に基づき労働基準監督署長

が受診を命じる行為、最低賃金法集の規定に基

づき都道府県労働基準局長等が報告を求める行

為、賃金の支払の確保等に関する法律盟条刊の規定

に基づき都道府県労働基準局長等が報告をさせ、

出頭を命じる行為、労働時間の短縮の促進に関す

る臨時措置法1 :諜遺書1項の規定に基づき都道府県

労働基準局長等が報告を求める仔為等

根拠となる法操1項 1 4号府政調査)について、

「逐条解説」では、適用除外の理由を「業務を遂

行する上で必要となる一定の情報を入手するた

めの手段であるので、その性質上、処分の理由に

ついて相手方に争わせる意味がないことから、理

由提示を行う意義に乏しい」、「特定の者に係る違

法または不当な事実の有無を調べるために行わ

れるものについては、事前通知においてあらかじ

め調査の内容や理由を示したり、調査に際し理由

を提示したりすると、証拠隠滅のおそれがあり、

調査の目的を達成しえなくなる場合がある」と説

明される。なお、情報入手のための行為には、「第

1-4-w不利益処分から除外される「事実上の行

為等」として法の対象外とされるものもある。

ここでいう「行政調査」が拡大貫概されて、行

政手続誌の関係規定におかまいなしという事態

が生じないように現場でのチェッケが必要であ

る。とくに、労災保険法4深の2 0 ) '受診命令」

等については、業務上外や治ゆ認定、長期療養者

の症状把握等に関して何かとトラブルの多い問

題であり、民主的な手続の確立が望まれる。

@審査請求に対す吾裁決・決定等

⑥労災保険法に基づく保険給付に関する決定及

びじん締法に基づくじん肺管理区分の決定等に

関する審査請求、異議申立てその他の不服申立て

等に対する行政庁の裁決、決定その他の処分

根拠となる法議1項目号0'服申立て)につい

て、「逐条解説」では、適用除外の理由を「事ヰ圭

手続として行われるものであるから、これに符政

手続法に規定する事前の手続規定を適用するこ

とは屋上屋を架すこととなる」と説明している。

(2 )地方公共団体への適用除外

地方公共冨日本の機関がする処♂依拠規定が条例

または規則じ置かれているものに限るL行阪旨導、

届出伺前)については、「第2申請に対する処分」、

- ,第 5届出」の規定は適用しない(法3深2項) 0

(3 )国の機関等に対する処分等の適用除外

国の機関等に対する処分、行政指導、及びこれら

がする届出については、この法律の規定は適用しな

いとともに、法律により直接に設立された法人等に

対して、法律の特段の規定に基づいてされる監督上

¢処分については、「第2申請に対する処分」及び

「第 3不利益処分」の規定は適用しない(法4条)。

し竺申請閣する処労

目1 審査騨
行政庁は、許認可等をするかどうかを法令の定め

に従って判断するために必要とされる基準を定め

(法5条1項)、行政上特別の支障があるときを除き、

申請提出先機関の事務所における備付けその他の

適当な方法により、審査基準を公にしておかなけれ

ばならない(法操3項)。審査基準は、当該許認可等

の性質に照らしてできる限り具体的なものとしな

けれまならない(法5凍2項)。

@審査基準の異体性

審査基準には、処分等に関する法令¢規定それ自

体は含まれないこととされているが、法令の規定に

おいて許認可等の基準が明確に定め尽くされてい

る場合には、審査基準を定めることを要しないこと

とされている険協庁「逐条解説 J)o

審査基準は、後述の標準処理期間や不利益処分に

関する処分基準の設定が「努力義務」とされている

のと異なり、民叫外の場合には必ず設定しなけれ

ばならない「義務」と解すべきである信審査基準を

作るべしという規定については一切穴を開けない

という姿勢を堅持することとされた件前掲書))。

総務庁「逐錨草説」では、処分の先例がないか、

稀であるものまたは当面申請が見込まれないもの

であって、審査基準が喰令の定め以上に具体化する

ことが困難な場合土、当面審査基準を定めることを

要しないという記述がある。これは、設定義務を果

たすべき時期につき、やむを得ない事情がある場合

には、遅くとも審査の必要が生じた段階で何らかの

ものが定められればよい総務庁「逐条解説J)とい

う点に係る取り扱いに限られるべきである。

審査基準の設定に当たっては、申請者等が当該許

認可等を得るに当たって何を準備して申請すれば

よいかが分かるかどうかという観点からその内容

をできる限り具体化するよう努めること伴成昨9

月13日付け総管第 211号各省庁事務次官宛て総務事

務次官通知「行政手続法の施行に当たって」 以下

「総務庁施行通知 J) 。行政庁に裁量が与えられてい

る場合には、裁量権行使に当たっての行成庁の考え

方が具体的に明らかにされることが重要であって、

処理を画一化すること自体が目的ではないので、個

々の申請についての当てはめ基準の作成が困難で

あっても、審査に当たって、どのような要素が考慮

されるのか、個々の要素はどの程度の評価を与えら

れることになるのかといったことをできる限り示

しておくことが必要であること官協斤帽子遇制。

労働省では、審査基準を定めるに当たっては、解

釈伊j規など、当該処分に関してこれまで示してきた

通達等め内容をすべて含めることとし、労働基準行

政関係の「申請に対する処分併働大臣が行う処分

を除く 以下回じ)Jについて別掲一覧表(14頁)の

「審査基準」欄に掲げるものを定めることとしてい

る。同欄で「法令で明確」とされているものについ

ては、前述の「法令の規定において許認可等の基準

が明確に定め尽くされている場合」に該当する。ま

た、労災保険関係では、「 等」と例示的にしか記

載されていないが、「これまで示してきた通達等」

はかなりの数にのぼり、いわゆる労災認定基準等で

言えば「先例がない」等の理由で審査基準が定めら

れていない分野もかなり残ると思われる。それにし

ても、一覧表を作成することを求めていきたい。

今後、前述の総務庁の考え方なども参考にしなが

ら、これらの審査室主撃の内容がチェックされていか

なければならない(一般的に関係通達は、審査基準

か行政指導の指針かという点からの整理が求めら

れよう)。その点では、これまでもたびたび指摘し

てきた、行政内部の審査基準でありながら公表され

ていない「部内限通達」や「事務連絡」等の問題に

もメスを入れていく必要がある。労働省では引き続

き公表する意古はないようだが、少なくとも、行政

手続告で公表しないことが許される場合以外は、す

べて公表されなければならないと解すべきである。

@審査基準を定める主体

審査基準を定める主体は処分権限を有する行政

庁である( l l1J掲一覧表 (14頁参照)の「処分権者J欄

参照)。都道府県労働基準局長、労働基準監督署長

が処分庁処分権者)となっている処分については、

各局署長が審査基準を定めなければならない。

総務庁「逐条解説」では、現実の行政においては、

域防たる法令所管庁制子政庁に対して、事務の統

一的な処理を確保する等の目的から、各個別法に定

められた委任関係等に基っき許認可等の運用通達

等を行い、行政宇がこれをそのまま借用し自らの基

準として用いる場合も少なくないと考えられるが、

このような場合も含めて、終局的に基準を定めるの

は行政庁である。したがって、上級庁からの運用通

達等に示された判断の基準、方針等をもって、行政

庁自らの審査基準とするためには、当該行政庁の審

査基準は当該運用通達と同内容である旨、当該運用

通達等のどの箇所が審査基準に該当するかを申請

しようとする者に明確に分かるようにしておくこ

と力ち必要であるとしている。

具体的な場面では、審査基準そのものと同時に、

当該処分庁において、いつ、どのようなかたちで審

査基準を定めたのか確認するようにしよう。形式的

であっても、それが行政手続誌の趣旨を徹底してい

く第一歩である。標準処理期間や不利益処介に関す

る処分基準等についても同様である。

@審査基準の公表

労働省は、審査基準を公にする方法として、申請

¢提出先機関の窓口における備付け、申請しようと

する者の求めに応じ提示すること等の方法て、ょい

とし、遥達等が収録されている「労働基準法解釈総

覧J、「安衛法便覧」、「労災保険法解釈総覧」、「業務

災害及ひ通勤災害認定の理論と実際」等の関係書籍

を局署の窓口に備え付けるとともに、申請者等の求

めがあった場合にこれを示すこととしている。

総務庁「逐条解説」では、「公にしておかなけれ

ばならない」とは、申請をしようとする者あるいは

申請者に対し、審査基準を秘密にしないとの趣旨で

ある肘外的に積極的に周知することまで義務付け

るものではない)とし、上記のような方法も認めた

上で、具体的な方法の選択については「行政庁の判

断に委ねられる」としている。
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しかし、定めた時点で官報や広報で公表する措置

を執って、それでこと足れりとするよりも、日常的

に、誰でも、いつでも利用できる状態を確保してお

くことの方が利用者の便に資することになると考

えられた…ため、状態を示す「公にしておく」とい

う表現が採られたものである。したがって、積極的

に公表する措置を採ることが「必要でない」と判断

されたためではない(伸前掲書)。公にされている審

査基準を変更する場合の国民への周知については、

その審査基準が一般に定着している場合には、単に

事務所に備え付けている関係文書の差し替えとい

った方法だけでなく、関係者への情報提供などの方

法により積極的に国民が知りうるような措置を講

ずることカ望ましい総務庁施行通知)等とされて

いることからも、積極的に公表を求めていきたい。

また、審査基準の「複写」サービスについては何

も規定されていない。不利益処分に係る聴聞手続の

文書等の閲覧について、行政庁測の事務負担の問題

もあるので、これを一律に認めることはしていない

が、複写を禁止しているものではないので、その資

料の保全状態や閲覧請求者の便宜等を猷豹しつつ、

必要に応じ、行政庁の裁量で行っていただくとして

いること総務庁「逐条解説 J)などを参考にしよう。

なお、「業務上特別の支障があるときを除き」と

いう点、については、公にしておくと当該個別誌の適

正な運用に著しい支障をきたすおそれがあって、申

請者または申請しようとする者の不利益を考慮し

でもなお公益上の観点から公にしておかない方が

よいと判断される場合であるが、具体的にはケース

パイケースで行政庁が判断することとなるとされ

る総務庁「逐条解説」一例えば、公にすることに

より国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際

機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは外交

交渉上不利益を被るおそれがあるようなもの)。

公表を求めて拒否された場合には、定められてい

るのか、前述の「先例がない等」からか飾述のと

おり、この場合には審査の必要が生じた段階では審

査基準が定められなければならない)、「行政上特別

の支障がある」からか、また、その具体的事情につ

いても必ず質し、確認をする必要があろう。

自2 標準限期間

行政庁は、申請がその事務所に到達してから処分

をするまでに通常要すべき標準的な期潤舷令によ

り行政庁と異なる機関が申請の提出先とされてい

る場合は、併せて、提出先とされている機関の事務

所に到達してから当初子政庁の事務所に到達する

までに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努

めるとともに、これを定めたときは、申請提出先機

関の事務所における備付けその他の適当な方法に

より公にしておかなければならない(法6条)。

@目的一法的な効果

本条は、申請を放置した場合の法的な効果ではな

く、行政運営の適正化の観点から、申請の迅速な処

理の確保を図るため、行政庁の行為規範を定めたも

のとされる。標準処理期間は、あくまでも申請の処

理に要する期間の「目安」に過ぎないものであり、

申請者が当該標準処理期間内に申請に対する行政

庁からの何らかの応答処分)を受け得ることを保

障するものではない。したがって、申請に対する処

分が標準処理期間を経過してもなされないからと

いって、そのことのみで、直ちに当該行政庁が行政

事件訴訟法捺頑にいう「不作為の違法」に当たる

ことにはならないものと考えるとされる総務庁

「逐条解説」、総務庁施行通知に同趣旨)。

@撮準処理期間を定める主体

標準処理期間を定める主体は、処分権限を有する

行政庁であり、「審査基準を定める主体」と同様。

@標準処理期間の算定方法

「申請がその事務所に到達してから」とは、行政

庁あるいは申請の提出先とされている機関の事務

所伏書受付業務を担当する部局)に物理的に到着

し、了知可能な状態に置かれるーすなわち申請が当

該部局の支配圏内に置かれる時点、であり、受付印の

押印等、受領した旨の意志が表示されることを要し

ない僚概庁「逐条解説J) 。また、経由機関、協議

機関があるときには、処分庁で審査する期間のほ

か、それぞれの機関で要する期間を定め、それぞれ

の期間を明らかにした上で、全体としての処理に要

する期間を定める総務庁脳7通達) 。

また、労働省では、標準処理期間は、適法な申請

を処理することを前提として定められたものであ

ることから、不備な申請を補正するために要する期

聞は標準処理期間には含まれないものであること。

適法な申請であっても、申請の処理の途中で申請者

が申請内容を変更するために必要な期間、審査のた

めに必要なデータを追加することとなった場合に

要する期間は含まれないものであることとしてい

る革概庁「逐条解説J に同趣旨) 。

@標準処理婦問の定め方

標準服醐間の設定については、処分の性質上行

政庁の責に属さない事情により処理(審査)に要す

る期間が変動するものなど、標準処理期聞を設定す

ることが困難な場合があり得ることからという理

由で努力義務にとどめられた艇滋庁「逐条解説 J)。
しかし、倶体的な期間としての｝設定が困難な場

合には、一定の幅をもった期間として定められない

かどうか、あるいは、申請内容を類型化して区分す

ることによって、その区分ごとに定められないかど

うかなど、当該許認可等の性質に応じた工夫をする

ことによってできる限り申請の処理に要する目安

として何らかの期間を示すよう努めること総務庁

施行通達>が要請されているのである。

労働基準行政関係の「申請に対する処分」に関す

る「標準処理期間」については、次のとおりとされ、

別掲一覧表 (14頁参照)の「標準処理期間」欄に記載

されているように定められている。労災保険関係で

は「申請事案の過半が一定の期間に処理されている

期聞を定めた」ょうだが、前記の要請にもかかわら

ず、いわゆる過労死の場合など包括的救済規定に係

る業務上痴青の保隣自付の決定に「標準処理期閣を

定めない」という定め方をすることが許されるもの

だろうか。標準期闘を「定めない」とか '1か月を

越える期間」等の場合には、個別事案に即してその

理由について納得のいく説明をもとめるようにし、

また、標準処理期聞があるからといって処理を遅ら

せるようなことのないようチェックしていこう。

①標準処理期間を定めるに当たっては、具体的

に、以下に掲げるものを除き、原則として '1か

月」とすること。

② 申請事案の加里に通常1か月を超える期閣を要

することから、標準処理期間が1か月を超えるこ

ととなるもの

・労働安全衛生法4袋の2に基づく「プレス機械

等の型式検定J (標準処理期間:5か月)

.じん肺法 15 :条及び1操に基っく「じん腕管理区

分の決定J (標準処理期間:2か月)

.労災保険法1 く療の81こ基づく業務災害の保険給

付のうち疾病に係る療養補償給付、休業補償給

付、遺族補儲古付、葬祭料及び同法改深1項に

基づく遺族補償年金前払一時金侠病に係るも

の)に関する決定(ただし、疾病のうち包括的救

済規定に係るものを除く→③)

(標準処理期間・ 6か月)

.労災保険法2条のBに基づく業務災害の保険給

付のうち遺族補償給付及び葬祭料侠病に係る

ものを除く) ,同法医燥1項に基づく遺族補償年

金前払一時金俣病に係るものを除く)、同法 22

条のH項に基づく遺族給付値勤災害)、同法

22 ;長の5 - l項に基づく葬祭給付樋勤災害) 、同

法63;条 1項に基づく遺族年金前払一時金鍾勤

災害)に関する決定 (標準処理期間:4か月)

.労災倒険法 12条の自に基づく業務災害の保隣合

付のうち障害補償給付、同法 2 2条の討項に基

づく障都合付領勤災害)、同法区西長l項に基づ

く障智麟年金前払一時金、同法62'条1項に基

づく障害年金前払一時金値動災害)に関する

決定 (律準処理期間:3か月)

・労災保険法2条1項(中小事業主等) 、 2捺1項
(一人親方等)、ま深1項。露外派遣者)に基づく

特別加入の承認 (標準処理期間:2か月)

.労災保険法日条 l項及びZ項に基づく来支給の

保隣付伎給決定はあったが支払われていな

いものを除く)、失業側険法及び労災保険法の

一部を改正する法律及び労鋤保険の保険料の

徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律18;条に基づく業務上災害

に関する特例給付、同法 11換の 2日こ基づく通勤

災害に関する特例給付の決定 (標準

処理期閉それぞれ該当する保険給付による)

③申請の内容によって処理俸査期間に相当な

ぱらつきがあるため、標準処理期間が設定できな

いもの

賃金の支払の確保等に関する法律燥に基づく

「未払賃金の立替払に係る確認」

・賃金の支払の確保等に関する法律脳子令滋瀦

1項第 5号に基づく「未払賃金の立替払に係る認

定」
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-労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法捺

第1項に基づく「労働時間短縮実施計画の承認」

.労働時閣の短縮の促進に関する臨時措置法操

第1項に基づく「労働時間短縮実施計画の変更

の承認」

・労災保険法に基っく業務災害の保険給付に関

する決定のうち、疾病のうち包括的救済規定に

係るものぐ労働基準法施行規則別表第1の2第2

号 1R 第3号5.第弱8,第日号 5、第 7号 18.及てF
第9号に係るもの)(fその他業務に起因するこ

との明らかな痴青」 過労死等か含まれる)

@襟準処理期間の公表

審査基準の場合と異なり、標準処理期間を定める

ことは「努力義務」であるが、これを定めたときに

公にしておくことは「義務」である。公表方法につ

いては、「審査基準の公表」の場合と同様である。

自3 申請に対する審査・応答

行酌庁は、申請がその事務所に到達したときは遅

滞なく審査を開始しなければならず、法令に定めら

れた形式上の要件に適合しない申請については、速

やかに、申請の補正を求め、または求められた許認

可等を拒否しなければならない(法7条)。

これは、申請古ま到達したにもかかわらず、申請を

「受け付けない」、「受理しない」等の取り扱いをし、

その聞に申請の取り下げや申請内容の変更を求め

る行政指導を行ったり、処理を遅延させる等の事態

は排除されるべきものである傍慣庁「逐条解説J)

ことから規定されたものとされる。

「申請がその事務所に到達したとき」とは、「標準

処漣期間の算定方法」で解説したとおり。

「申請の形式上の要件」とは、申請が有効に成立

するために法令において必要とされる要件のうち、

申請書の記載内容に不備がないこと、必要な書類が

添付されていること、申請をすることができる期間

内にされたものであること、など外形上明確に判断

し得るものをいう。申請をすることができる事項に

ついての申請であること、申請資格を有する者によ

る申請であること、申請内容が真正であること、な

どについては、一般に、申請の内容審査を経ないと

判断できない問題であると考えられ、「申請の形式

上の要件に J には該当しない。

なお、この規定に関連して、「第 4行政指導」で

「申請に関連する行財旨導」について次のように規

定していることにも留意したい。申請の取下げまた

は内容の変更を求める行酎轄にあっては、行政指

導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思

がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導

を継続すること等により当該申請者の権利の行使

を妨げるようなことをしてはならない(法33条)。

したがって、例えば、労災保険給付の請求等に際

して、傷病の発生から時閣が経っているからとして

「遅延理白書」の提出を求めたり、外国人労働者で

あることを理由に「パスポート」の提示を求めたり

して、これに応じないと「受理しない」肝子政手続

法では「受理」という株主は排除されている)とか

「胆理を遅延させる」ようなことは、行政手続法様、

3話集に反するものであり、これまでの窓口対応が見

直される必要がある。労災保険給付の請求書に事業

主的証明を拒否した場合であっても、従来から、「受

理し」審査をし処分を行う取り扱いがされており、

「形式上の要件に適合しない申請Jであるという理

由で同様の取り扱いやそのことのみをもって「求め

られた許認可等を拒否 JCすなわち不支給決定)が行

われるような事態があれば問題であり、そのような

ケースが生じた場合はぜひ連絡していただきたい。

なお、「形式上の要件に適合しない申請」の場合

には、「補正を求める」、「求められた許認可等を拒

否する」のいずれかの措置を講ずれば、本条の義務

を履行したこととなり、申請の不備について補正が

可能な場合であっても、補正を求める義務はない

総務庁「逐条解説 J)とされるが、補正可能な場合

には、適切な補正の指示が行われるようチェックし

ていく必要があろう。

自4 理由の提示

行政庁は、許認可等を拒否する処分をする場合

は、原則として、申請者に対し、同時に、処分の理

由を示さなければならず(法8条1項)、処分を書面で

するときは、処分の理由を書面により示さなければ

ならない(法B条2項) 0

「原則として」というのは、法令に定められた許

認可等の要件または公にされた審査基準が数量的

指標その他の客観的指標により明確に定められて

いる場合であって、申請がこれらに適合しないこと

が申請書の記載または添付書類から明らかである

ときに限って、申請者の求めがあったときにこれを

示せば足りるということ(法B条1項)。

提示される理由の程度は、許認可等の性質、当該

法令の趣旨、目的に照らし決定すべきであるが、理

由提示を義務付ける趣旨から、抽象的一般的なも

のでは不十分で、申請者が拒否の理由を明確に認識

し得るものであることが必要であると考えられる

(最判昭和お年5月31日民集17'巻4号 617頁参照)総

務庁「逐条解説 J) 。この点に関しては、従来から繰

り返し、労働省にその徹底が求められており、行政

手続法を活用してさらにその徹底をチェックして

いく必要があるロ

なお、既述のとおり、労災保険給付の請求等に対

する不支給決定等は、ここでいう「許認可等を拒否

する処分」に当たり、「不利益処分」には該当しな

いとされる。一方、後述のとおり、一定の不利益処

分については行政手続法によって事前手続として

「聴聞手続」を執ることが義務付けられており、こ

の最大の特徴は「文書等の関覧」が認められること

及び「行政庁とは区別される主催者による審査困層

関 )Jが行われるという点にあるとされる(どちらも

「弁明の機会の付与の手続」の場合には適用されな

いが、これは「現時点による政策選択の結果による

もの」と説明されている→特調書)。この点、につ

いても、従来から議論があるように、「許認可等を

拒否する処分」の場合であっても河様¢措置を含め

た民主的な手続の確立を追求する必要があろう。

5 欄の提供

行政庁は、申請者の求めに応じ、審査の進行状況

及び処分の時期の見通しを示すよう努めなければ

ならない(法9条1項)。

労働省は、たとえば「申請の形式要件の審査を終

えて現在内容について審査中である」、 roo頃まで

に処分が決定される見通しである。」等の対応を口

頭で行えば足りるロなお、情報提供の対象はあくま

で時間的な観点、からの情報であり、申請の適否の判

断に係る「見通し」等は含まれないので留意するこ

ととしている慎重務庁「逐条解説」に同趣旨)。

また、行動序は、申請をしようとする者または申

請者の求めに応じ、申請書の記載及び痢す書類に関

する事項その他申請に必要な情報の提供に努めな

ければならない(法日条2項)。

「その他の申請に必要な情報」としては、窓口で

の受付時間、申請後に申請者が申請内容を変更する

場合に関しての情報、標準処理期間等が考えられる

こととされる総務庁「逐条解説 J)。

自6 公聴会の開催等

行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すること

が法令において許認可等の要件とされているもの

を行う場合に、必要に応じ、公聴会の開催その他の

適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機

会を設けるように努めなければならない(法10条)。

「許認可等の要件とされているものJ とは、許認

可等の要件上利害を考慮すべき第3者が具体的に想

定されているものが該当し、労働基準行政関係で

は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第 8

条第現購3号の「一般自費者及び関連事業主の利益

を不当に害するおそれのあるもの」が該当し、「公

聴会の開催その他の適当な方法」の方法としては、

公聴会の開催のほか、利害を考慮すべき第猪本人

からの意見書の提出、地方労働基準審議会の意見の

聴取等の方法があることとされている。

自7 複数の行政庁が関与する処分

行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政

庁において同ーの申請者からされた関連する申請

が審査中であることをもって自らすべき許認可等

をするかどうかについての審査、判断を殊更に遅延

させるようなことをしてはならなし刈法11条 1項)。

1の申請または同ーの申請者からされた相互に関連

する複数の申請に対する処分について複数の行政

庁が関与する場合においては、必要に応じ、相互に

連絡をとり、申請者からの説明の聴取を共同して行

う等により審査の促進に努めること(法 11条2項)。

労働基準行政関係では、労働時間の短縮の促進に

関する臨時措置法暁第頭の労働時間短縮実施計

画の承認及び同法操第l項の労働時間短縮実施計

画の変更の承認が該当するとされる。

(r:第3不利益処分Jr第4行政指導」

「第5届出」については次回に続く) 国
12 安全センタ情報95年 10月号 安全センター情報 95年 10月号 13
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3田基聾
法令で珊聖

3.20 基発 151号
掃揖田号

田61.

田.61.

女子~I~

法白血3-2

田お
臨 4.
隠36.
血判

7. 3基罪 416号 l
2.25 基揖 114号
3. 6審岨回日号
11.24 基莞 776号

審査基準
(通達年月日、番号)

*詰捨て唱確需唱舎障く

半唖砲車掌となる謹市
(当該法令)

田辺 9.13 発基 17号
昭26.10.11 基尭国8号
昭お 2.13 基莞田号
昭22. 9.13 轄基 17号
昭田 11.11 li!iJ収四71号
囲担。 12.10 罫 1116回3号
田61. 6. 6基再お3号
臨 2. 9.13 持基 17普
田23. 4. 5基発回5号
田お 4. 5墓碑1372号
昭23. 5. 5基収1日。号
昭お ω7却甚担E咽3号
限 3.11.11 基聾1回埠 
国泊 11.25 基男39咽号
殴 5. 9盟基男師号 
田四 5.21 基呪1976号
圃且 9. 1 墨田田崎号
昭61. 6. 6基罪認3号
昭田 3.14 墓碑1冊号 
平 5. 2.24 基罪 110号
平 5.12.28 墓奨 721号
昭22.11.11 聾婦 2管
昭41. 4.28 掃尭 175号

沼市で明確 →

誼;33-1

盟副56-2
年少員日9
漣謁ト3

主紛槽者処分内害番号

盟副ー1 署星1

話語4-2 署長Z 一世しサ欄防ト許可

語る41ベ3 署長3

法56戸2 署長児童由使用許可4

混日61-3 署長5

署畳6

法64由'3-2 署長7

iJ<71 局長8

監督関冊

(労働基準法信基づくもの)

非帯主足害等由理由による封
置日清占延長・休日貴由許司

藍視ー臨続的嶋働に従事す
る者に持する適用問妙ト許司

橿挫条文
(条項号)

実替制こよる理夜業時間延
長許可(年少骨曲者)
深夜聾意認 部4明日1-

⑤

実曹司伊Iこよる深夜業時間延
長許可(女子労曲者)
醐国師識する特曹盟問

番号 処分内害 橿挫条文
(条項号)

主紛槽者

1 非帯主足害等由理由による封
置日清占延長・休日貴由許司

盟副ー1 署星

Z 一世しサ欄防ト許可 話語4-2 署長

3 藍視ー臨続的嶋働に従事す
る者に持する適用問妙ト許司

語る41ベ3 署長

4 児童由使用許可 法56戸2 署長

5 実替制こよる理夜業時間延
長許可(年少骨曲者)

混日61-3 署長

6 深夜聾意認 部4明日1-

⑤
署畳

7 実曹司伊Iこよる深夜業時間延
長許可(女子労曲者)

法64由'3-2 署長

8 醐国師識する特曹盟問 iJ<71 局長

［労働基準法血行規則巳基づくも司)

申請に対する処分一覧表

標準処理 立車陰由 不許可等
期 間閣 催¢渇合唱

理由提示

1か月 X

向上 ×

匝よ ×

民土

医上

匝土

民上

×

×

×

×

2 集団入坑出場合のlIilfl劃閣
特朝暗主訂

貝!l24 署長 座盟 9.13 爽謹 17号
曙四 1.24 基蝿1山号
産主3. 4.15 基担1374号
招包 10却基莞1575号

限昭包:4. 112.1256 墨l基基P収E田&444S2727527577号~
亜聖:4. 4.22
暗25.8.11 基発7詑号
園田. 3.14 基晃1印号

1

匝上 X

3 休憩自由制用帽を9陪ギ可 貝［133-2 署長 医量7. 9.四基誕675号 異国 見上 X

哩釦自粛寄宿書鵠軽量己甚づくも白)

昭担 10.25 基発1282号

11 画臨開閉|掴 融! 眠 10担観情l品川 1か月 x

未払賃金の立替払に係る曜 1,圭7 
認

(書誌の王: l A O :混時暑に腐す否埠轄酎ラ令i乙基づくもの)

法令て司扇警 →|彊瞳令3、4
1櫨則12、13、16

(労骨崎闇町短縮由促進江関する臨時措置拙己基づくもの］

活令て:13,眉琵 →|鍾融令官-2
置確買日8

1労働噛鎌喪蜘閣時|湖町1 I
認|
労園町品調曜軍施計画由壷|湖一1
重副理

平 4. 9 . 1観相号|湖3

平 4.9 . 1 臨時湖 3

安宝衛生閣時

(労骨量室葡輩出己基づくも由)

1 特定槽樺等在港島豊田許可 盟;3)-1 局長

2 特定樺陣等¢魯器皇国の横宜 措置1 局長&0
刊行槽潤

3 I~H童畠盤昔日司すする特空調

冊曙な疲主人民紅苅策室
盟副E 局長及び

刊行構閣
4 特定規暗等司設置、変更時

等の樟査
法剖-3 瞳長

5 特定曙時等由性能横査 法41-2 署長及び
代行槽調

6 特止闇"'込'~Økl苅聾冊筈由

個目蹴提
法判ー1 局長盈び

1tj背甜曹
7 タ悼君臨鎧i謝する特定機

樺等以タ何瑚酎模範澗E曙
出 4-2 局長及び

代行構燭

8 定プ1レス檀槽等の型式横定 出4白2-1 千甘苦衝曹

法令明臆 →晒49.9却労告市号 1か月 × 。
「ボイラー圧力割量
範置許可基準」
唱49.9.30労告7百i号

「フ υーン等艶E許

法令で明確 → 可関基係準捕」監揖梧 阻上 ×
。

法令で明確 → 関悟蝿藍規格 毘上 × 。。
法令て明確 → 閣時蝿豊田容 同上 × 。

法令て句掘E → 富町来続呈規格 阻上 ×
。

法令で咽潅 一歩 閣時楠昌申書 旦と × 。

法令で明確 → 関係機怠潜在 同上 ×
。

謹市明日確 → 関部蝿畠掛各 5か月 × 。

×1か月曹畳興問1 断線到な宿直又lま日直型商
許可

1.13
3.16
3.17
4. 5
4.26
6.11
6.16
7. 6
9.20
3.22
4.12
1引
2.13
3. 9
8.25
9.20
4. 9
4. )
7お
7四
3.14

昭22.12.24
昭23.
唱23.
招包
昭回
唱泊
晒包
盟23.
招回
暗23.
礎～4.
咽24.
昭27.
昭担
聞出
昭35.
田36.
昭43.
昭44.
昭岨
昭相
回田

興問 曹畳 1か月 ×
昭22.12.24
昭23. 1.13
唱23. 3.16
招包 3.17
昭回 4. 5
唱泊 4.26
晒包 6.11
盟23. 6.16
招回 7. 6
暗23. 9.20
礎～4. 3.22
咽24. 4.12
昭27. 1引
昭担 2.13
聞出 3. 9
昭35. 8.25
田36. 9.20
昭43. 4. 9
昭44. 4. )
昭岨 7お
昭相 7四
回田 3.14

15

時
…
町
一
町

同
町
一
制
覇

臨
町
一
一
蹴
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!11:m内問問器|蜘 署長 | 法守明瞭車 →!舵 I1 か月 ! ×

|1 I宮間日間中引酔1 監[臨 7.18 醐l X
か月 (

法令て竜踊奮 → 情罰則
法令て明事室 → 惇朝～15

撞令て刻鵬 → 耳く5. 9山 3 奥u5

法令て匂薙 一令 盟;34-1 、34-2、良時4

惇華環境盟陸士畳語証沼署 貝u13の 2-1 指定聾録

E
替え
イ官業理協調由主登揖証沼再 則 13由12-1

槽闇
指定萱揖

3
交付
作者尽軍境測定糟鑓畳揖証氏 員時6-1

構閣
局長

4 名作者等間白書観替陸え掴関萱蕗事項

等白書替え
員ll56-2 局長

法令て滑車 → 則 13白色 1 1か月 ×

法令で6眉霊 → 創刊の 2-1 見上 ×

法令で司腫 → 員時6-1 毘上 ×

撞令明暗 → ~U56-2 同上 ×

情諜環壇測定基噛乙藍づくもの)

!情髄軍事盟宣欄間苛
憎業醐盟臨書締碍何
栴策理観臨書捌許可

平 2. 7.17 基発 46刊号
平 2. 7.17 基発 461号 
平 2. 7.17 基罪 461号

(クレーン等安全規J lm己基づくもの)

1 ボイラー相尊重正¢瀞車町古 則15-2 署長 謹詳きで司由E →則15- 2 1か月

2 移量l玄白ミイラー穆謹冨[0 )再
交付

則15-2 局長 法令で明確 → ~U15-2 置よ

3
4

ボイラー棺謹!OfO冨替え
移動式ポイラ 横査室正也曹
替え

~U44-1
自胸4-2

署長
局長

法令て明確 →~U44-1
法令で明確

同よ
向上

E 第一種圧力容器捜査盛田再
交付

県勝0-2 署長 法令て叫臓 一令 頁勝。-2 匝土

6 第一種庄力割鞭宜野署
替え

見'179 署長 滋帯rt'司沼健 → 員町8 但上

7 ボイラー溶接士免許の更新 則107ω3 局長 田剖
昭36.

臨42.
昭46.

2.19 墓発 102く号
7 .4 ～岨27初号
4. 3 基発 14邸鵬号
4.17 ～町

1

問よ

""

クレーL械器室j E O )再買討す 目白トE 署長 法令で明確 → 見回 E 1か月

E クレン犠謹!OfO畳替え ~ce-3 署長 法令て喝膿 →民'E-3 直上
~1ß4-3-｛国 署長 昭46. 9. 7基発 621号 国上

34 荷移重盟E式壇ク輔レ略ー司ン認慎重定軍日芳号 自血9-2 局長 誼市で四四曜 →見lJ59← 2 見と

S 到移動す式クレーン横査証の曹
替え

県臨9-3 局長 法令で明確 →員lJ59ト3 毘よ

8 デリック横蜜童図車交イヨ 貝1.E9-2 署長 認申で噛濯 → 実関9-2 同よ
7 デリツタ線透!ID[O)密替え 奥胞8ト3 署長 法令て明確 →奥¥ 199-3 匝と

8 ヱレベーター穣彊fiiEO)再交
内

則142ト2 署轟 盟百ぎで明確 → 則143-2 尾上

8 エレベーター栃謹盟正白書暫
え

長引 43-3 署長 詰有明日曜 → 貝u川3ト3 尾上

10 題担用リフト横査証¢清交
付

R引77-2 署長 法舎で明確 → 則1刀2 毘上

1 1 盟車開')コト損査宣日耳慣 ~U177-3 署長 詰令て明確 →則177-3 同よ

器44司2-2 ×毘上イ曹司繍調 語令で明確9 タば謹製造者巳甘するブυス

槽樟健輔査康署業管の者理型白手式壁睡聾樟四定期間

尾上 ×法76-1 世論て暗躍14 技買冒膏冒

×民土法77-2 混市で明確指定鞭習構間目指定15

局長
局長
局長

試験樹謂

量令で明確
詰詳?でR圏奮
法令て唱確
話市で明確

10
1 1
12
13

局長及び
暫習慣閣
局長

1か月
毘上
匝上
匝上

話く54白 3-1
盟諸7-1
法｝2-1
法J5-1

免諮問劃寸
免許試践

X

X

×
×→安置則7日、ポ員U101 、

1曲、 115、裡由主出S
→ 宮荒田問、ポ則1初、

122司2、古員' 246
→ イ対ラ梅田観 1]22

9 タば謹製造者巳甘するブυス 器44司2-2 イ曹司繍調 語令で明確 毘上 ×

10 槽樟健輔査康署業管の者理型白手式壁睡聾樟四定期間 話く54白 3-1 局長 量令で明確 1か月 X

1 1 盟諸7-1 局長 詰詳?でR圏奮 毘上 X

12 免諮問劃寸 法｝2-1 局長 法令て唱確 匝上 ×

13 免許試践 法J5-1 試験樹謂 話市で明確 →安置則7日、ポ員U101 、 匝上 ×
1曲、 115、裡由主出S

14 技買冒膏冒 法76-1 局長及び 世論て暗躍 → 宮荒田問、ポ則1初、 尾上 ×
暫習慣閣 122司2、古員' 246

15 指定鞭習構間目指定 法77-2 局長 混市で明確 → イ対ラ梅田観 1]22 民土 ×

(労骨貴重晴生法施行令に基づくもの)

語討をで明確 → l特化~U47

1か月

匝上
同よ

同よ
毘土
毘上
匝土
匝上
匝上

見上

×

×
×

×
×
X

×
×
x

×

田23. 1.16 基韓間号
暗担 2.13 基発国号
昭 47. 9.16書留哲01号由1
田55.11.25 基型倒8号

~~1
平 4.

員担任1

→貝007-1
→買007-2
→

時47.9.1m部01号白1
語令で明確 →

7 . 1基揖羽1号
法令て旬誕
茸市で噛理
謹市で咽産

則16

員U13-3
目担40)6ト2

員四
員邸9-1
醐 1αたト1
~!j;子1
~OO7-2

貫目回一1

員個2-2

局長

局長
局長

局長
局長
局長
島畏
局長

局長｝).び
指定暗闇
局長及び
指定暗闇

盟詳守で自届軍 → 員l舵 E

(労曲安全面主規則己基づくもの)

1 衛生菅理者σ渥任由特帝胆

E3 許産者a業可g重こ由腐選す任る事¢滑項¢停J曹の哩許靖可

4 鐘CE庫紅曹理白特手航帳許但書可替え

85 健快適窟曹職哩樹手監臨留む置再提の認付定

789 免免技許許能証証講也江習草管樺お曹了酎証寸え由再開問

10 描居鱈瞳了証也曹曹え

(ポイラ 且町田コ容器安全規則己基づくも由)

(ゴンドラ宝宝識別乙基づくも白)

lゴ>トラ槽査証由再査対 
ゴンドラ揖査証但書替え

[車皇軍曹害障費伺ラ醐噛串こ関する盟副に基づくもの)

3

法令明暗 →!剛9の17寸

法令て角田理 → I~ U19白17-2

法令で咽謹 →i則 19の18-1

(檎駒罷割帯主規見出己基づくも由)

1 1型 式横定合格証申有抽期間|則"
由亘新
型式慣定合格証由再受付
主主税錠吉帽証白書換え

(拙Uん障害防止規則巳童書づくもの)

おじM乍鰐間当由認定
輯じん奥畑一部温用帰到同
認定

法令て苅腕
謹請で暗躍

圏凪 7.21活基亮鑓是号|
喝副 7田基発382号l

惇胡続曹長同奪予判措置引己基づくもの)

法令て可明確

招臼 12.25 基発 707号

部 5.10.31 基発問号

×
×
 
×
×
 
×
 
×
 
×

×
×
×
×
 
×
 
x
×
×
 
×
 
×
 
×
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量己主事留置l1J:ε ;1浦輔副!l-~~色調f~感想麓醤額欝鑓器量極観癒癒嬢欝欝癒癒識語鐘欝議議欝鑓欝語調

審査基準 標準処理期間処分権者処分内害番号

昭41. 1.31基調 73号等 ×署長1 1;;宵R責す措る決D定偶鴇績81吉田請求に

砲回.3. 3(理屈陪 18開等 ×法-120:昨Z 署長E 築に務町災す害る渉由症保障轄伺問調求

田41. 1.31基嘉 ×73号等3 障害(欄貰)年金由改定 署長

1か月 ×4 遺族(楠置)年章申改定 署長

1か月 ×5 遺族(補慣)年童¢漸諭 署畢

暗41. 1.31基男 73号等 1か月 ×署葺E 遺旗(楠慣)年盆の転結

1力、月暗41. 1.31基亮 ×73号等響畠

昭41. 1. 31基聾 1か月73号等 ×8 署長

1か月 ×1.31韮発 73号等S 璽慢

署長

署長

×署長

話量20) 4 -1 ×13 署畳

4か月謹辺自5-1 ×署長

盟副ー1 2か月局長 X

×謡曲-2 1か月局長16

鴎40.11. 1基発1454号等 ×混9-1 目、月局長

1力、月盟記Bト3 ×局長

描却ー1 Eか月 ×局長1 9

×

x

公聴会田 理由回
開 催提示

野止商標

(労曲者災害補償保険掛己基づくもの)

撞 11寸
担日 1-2

担蝿晶文
(軒項号)

死亡じた者に珂して宜話すべき保
陪従計悶司港聾覇による.
ただし、主結決定はあったが王強
われてUないものについては、 1
か月とする.
,姐liII1冒描吋且E丹特醐慣柏村

1か月
ただし接請に罷るもの6台、月

障遺害族開補慣慣輯給付付及び曹酔料 34かか月用

な抵た筏だ靖し国商う育ちに悟包括る慨も白国6繍か定月

に悟るも由jま局自ご宮めず、樟時
組連期聞を定めない.

1か月

17

18

14

15

10

1 1

12

喝40.11. 1基発1454号等

暗52. 3四基現 192号等

昭41.

昭41.

1.31基男

1剖基発

73号等

73号害

1か毘

1か月

3か月

4tJ、月

軍費給イ骨骨謂; J tに対する捷

休定轟甜吋の謂求 10却する訣

招48.11.22'基輔副4号等

昭40.11. 1基型～454号等

昭岨 11.1基発1454号等

昭48.11.22'基男剖ヰ号等

昭48.11包墨書宅倒4号等

定陣害桔惜の晴樹こますする決
定
置揖誕伺申請求に対する決

一認人親方等出問個入由脱

理樹由ト派承認遣者¢輔君糊1入白承
認

葬定軍制す暗献に対する訣
定
中d噂号藍長範涛拐阻入由
承認
申j事轟主宰正晴自加入の

一Ba人呂親田承方認等由特自加入由承

暗41.

昭48.11.22基発倒4号等

田48.1 1. 22基輔副4号等法22由'2-1

世辺倒ー1

定150)2
誼畳間舟3
法160)3-3
盟;220)4-3
法160)4-1
後段
混加4-3
法, 16由5-1
後段
濯豆2の4-3
法16 0)5-2
漣誼20)4-3
法 16由5-3
混20)4-3
法16のかE
認記20)4-3
詰担2-1

7 遺族(楠闇)年童由主指停止
叫解酷
遺抜(補償)年金由主詣停止
事こ伴う年童の改定
遺族(楠世)年金白転結

3 障害(欄貰)年金由改定 定150)2
誼畳間舟3

署長 田41. 1.31基嘉 73号等 1か月

4 遺族(楠置)年章申改定 法160)3-3
盟;220)4-3

署長 昭41. 1.31基男 73号等 1か月

5 遺族(補慣)年童¢漸諭 法160)4-1
後段
混加4-3

署畢 昭41. 1剖基発 73号害 1か月

E 遺旗(楠慣)年盆の転結 法, 16由5-1
後段
濯豆2の4-3

署葺 暗41. 1.31基男 73号等 1か月

7 遺族(楠闇)年童由主指停止
叫解酷

法16 0)5-2
漣誼20)4-3

響畠 暗41. 1.31基亮 73号等 1力、月

8 遺抜(補償)年金由主詣停止
事こ伴う年童の改定

法 16由5-3
混20)4-3

署長 昭41. 1. 31基聾 73号等 1か月

S 遺族(楠世)年金白転結 法16のかE
認記20)4-3

璽慢 暗41. 1.31韮発 73号等 1か月

10 軍費給イ骨骨謂; J tに対する捷 詰担2-1 署長 昭48.11.22基発倒4号等 1か毘

1 1 休定轟甜吋の謂求 10却する訣 法22由'2-1 署長 田48.1 1. 22基輔副4号等 1か月

12 定陣害桔惜の晴樹こますする決
定

世辺倒ー1 署長 昭48.11.22'基男剖ヰ号等 3か月

13 置揖誕伺申請求に対する決 話量20) 4 -1 署畳 昭48.11包墨書宅倒4号等 4tJ、月

14 葬定軍制す暗献に対する訣
定

謹辺自5-1 署長 招48.11.22'基輔副4号等 4か月

15 中d噂号藍長範涛拐阻入由
承認

盟副ー1 局長 昭40.11. 1 基型～454号等 2か月

16 申j事轟主宰正晴自加入の 謡曲-2 局長 昭岨 11.1基発1454号等 1か月

17
一Ba人呂親田承方認等由特自加入由承 混9-1 局長 鴎40.11. 1基発1454号等 目、月

18 一認人親方等出問個入由脱 盟記Bト3 局長 喝40.11. 1基発1454号等 1力、月

1 9 理樹由ト派承認遣者¢輔君糊1入白承 描却ー1 局長 暗52. 3四基現 192号等 Eか月

盟 1か月局長 X

2 1 署長 ×

部9-1E 署畏 ×

崩0-1B 書展 ×

署長 ×

3力、月署長 ×

自 唱団 1 . 4基謹 2号等 4か月署長 ×

24

25

障害年金差骨守強由講求

障に対害年す室る前決払定一面窪田謂草

遺は族持年畠る前語払症寸檎の請求
に珂する訣定

i期間盟諸白特苦阻入由脱
退白承認
障害補償年孟霊閣時孟aD
曹障轄害口補慣す年す錦る決地定一時金司

冨通悼謀目補償立す年盈る訣前払定一時金由

請求に珂す否決定

盟副61-1

誼(62-1

盟副一1

盟おか2

謹吾8-1

昭56.10. 3 O l i艶開時等

唱団 1.4墓碑 E号事

沼田.10.3嶋野署曲e号事

昭島 10.3【温境田6号等

臨 2. 3.3!!基罪 192号等

昭お 10.3時留苦田6号等 1か月

3力、月

4か月
(ただし骨青に係るも由 6か月)

なお、接請のうち宮据蝕匝済規定
に係i5ものは土配に君めず、梧嘩
処理期間をJB晶ない.

1力、月

盟おか2 局長 臨 2. 3.3!!基罪 192号等 1か月 X 。
謹吾8-1 署長 昭お 10.3時留苦田6号等 1か月 × 。
部9-1 署畏 昭56.10. 3 O l i艶開時等 3力、月 ×

。

崩0-1 書展 唱団 1.4墓碑 E号事 4か月 × 。
(ただし骨青に係るも由 6か月)

なお、接請のうち宮据蝕匝済規定
に係i5ものは土配に君めず、梧嘩
処理期間をJB晶ない.

盟副61-1 署長 沼田.10.3嶋野署曲e号事 1力、月 ×
。

誼(62-1 署長 昭島 10.3【温境田6号等 3力、月 ×
。

盟副一1 署長 唱団 1 . 4基謹 2号等 4か月 ×
。

車菰上災事｛こ聞す奇特慣脂l法, 18
付由主輯決定 |

通勤災害に関する特明朗自付!法18回E
白宣車語結主

1

こ留する瀞蜘脳］'1;:.伴ヨ閣骨法律の整備等に周

由 1. 1.31菖灘 73号等

喝41. 1.別基発 73号等

情輯勝釘甘悶司じ

保蟻拘旬に同じ

不利益処分一覧表

監督閣僚

［労働基準謝己甚づくもの)

番号 処分内害 捜担埠己主 処日曜喧 翠醐豆i耕明白別 理由球続
(砦項号) 法(通処開達年分嘱月目基な、壇置準古号除)く I噛騨(当と該法な令る) 齢

*
催日せ基男性定め否こと臣関長靖吉そ由理由)

1 町葺晶邑～ム止命令 法18-0 署長 哩f2.7. 9四基発675号 法 18-0 持明
2 手野哲災害等立獲量由による労 話お3-1 里畳 平 6. 9由主鐸613.号 混剖-1 瞳間

曲時摺延長休日労働許可 掃尭 274.号
由臨時 (聾揖器監量20.:氾)

3 代体附与命令 冠王自由E 署長 暗包. 9.13 発基 17号 法33-2 割自
4 せし帽軍事卦許可田眠肖 茸く34-2 署長 王手 6. 9団基議613号 調司

掃弼 274号
(聾慌島童記田31

5 監揖断繍掛働に従寧す 法A1 -@ 宅晶 平 6. 9泊基発sn号 聴咽
る智3すする適用措掛許可 婦発 274号
由耳活用 (整備車重Eの31

6 児童D置用許可白聡聞 盟i56呈 署長 平 6. 9却畢溌目3号 盟副】2 瞳潤
蝿発 274号 年少賢明

［整備島藍E白31
7 労働喪駒問解障 謡盟 署長 処苛基準を~Iこ定めること台管酷なため誼 弁明

定できず
8 交童軸出こよる踊犀業時宿l J j l ' 垣く61-3 署長 平 6.9 団主車種 613号 車問

長許可の民間(年少労働者) 掃聖 274号
(費総車窓辺氾)

s h食砦示品目司活肖 担弱4白3-1 署長 平 6. 9.30 甚発目3号 瞳潤
⑤ 摘発 274号

(lII!備底藍古田31
10 変重掛』こよる調帯冨盟理iI'.ll延 法is4σ氾-2 署長 平 6. 9‘却基罪 613号 瞳剖
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E~~事沼田時三知事宇Z師伝詞［íi"-~_1\et回~i磁器盟蝿麗留郡翻撮薗量題担酪掴留醤櫨溜混騒纏麗都留置麗橿盟圃

誼令で明確
法令て切軍奮
法令で暗躍

法令て喝膿 → 法))-2

法令で6扇童 → 謹i99OJl-1

哩凶.3.15 基畠
度主～. 5.11 轟轟

醒 5. 5.11 基尭 737号

珪市で明確 → 法三3の2
法令て～周産 → 溺 4のか1

法令で司周章
活者で明確 → 話語4の5-l
法令て宅島産 →法74-1

弁明
瞳聞
弁明

瞳間

弁明
f予手法13-2-<割こ
より適用陣タト

璃潤
弁明

行手法13-l-｛i剖こ
より適用除外

聴聞
弁明

行手誼13-l~に

よ出血用酷タト
瞳潤

行よ手り諸適用13脚2-くト到こ

行寺普13-l-<DIこ
より型開除外
行字詰13-2-く到こ
より適用除外

行より手適法用13尉2-く卜到こ

行手法13- l-｛到こ
より適用除外

弁明

3 衛生曹習望書匂噌員命令 法1l-2 署長
4 衛生曹理者自開主命令 量, 12-2 署長
s元方古室調主管理場担漕員

命令
港日 5田-2-2 署長

6 元主茂主摘2と曹曹量明朝壬
命令

誼150Jl-l 車轟

7 危培角 JL噛l1li車D直善命令 法却のE 局長
8 揖査業者白壁童書耳車両 謹;54白 5-1 局長

s横査業者の畳蕗耳目白 溺 4OJ5-2 局長
10 揖翠襲者¢揮鴇停止寄市 盟;54の5-l 局長
1 1 発許司E盟関 高74-1 局長

12
免免許許回白剤恥力聞由停止

誼74-l 局長
局長13 耳74-l

14 指定誼嘗槽潤¢指定の聡肖 法77-2 昂長

15 指注量冒機関σ指定の'1IlO肖 市77-l 晶長
16 建設相等設置工事i等由差し

止め、重更命令
盟迫8-7 署長

1 7 作輩停止、建誼相等居世用 語iS8-1 局長及び
署長

18 停作止藁措停令止 、著建設物等D使用 盟お8-2 局長及び
署長

19 停作止業命停令止等、建設鞠等白亜用 詰i99-1 局長及び
署長

回 停作止業命停止令等、建設物事由世用 冠議9-l 局長及び
停止命令等 署長

l1 労働主宰防止業務従事者に
珂する労働災害再発防止講
育費輔自指示

盟問団色1 晶皇

有糊~OJ-剖E用脚同認 R~-4

定有糟申臨溶青肖島劃車車普街恒芳割列 奥田1-5
許可白恥由

法令で句碑 → RU3-1
法令で明確 → 悶1-1

聴聞

層調

掴聾 l74号

ゆ働基準法府預目前己基づくも由)

1 1
長輯許個可師申取に閣調｛す女る子特弼慨曲者桐) 法:73 局長

(!II綿置E書古田)
平 6. 9担基発613号

摘発 274号
｛聾低血書20)3)

1l 議i9lベ畳 署長 混甫で明確 → 濯弱l-2
13 護d翻濡語一慧耳軒 調6由2-2 局長且び

署畳
14 詰曲目 3-1 局長盈ぴ

署長

15 由事等錦命)令繍(労寄曲宿者舎に白持亜す用る停も止 提示師団長E 局長及び
署長

OJ)

2 ||1 |臨許聾特輯国倒可貯的申入塙 Eな司S回宿白目取直場又消岳は町日民F直帯聖藤構

員担3 署長 平 6. 9却臨613号|
捕揖 l74号

(聖慌盤書官四)
RIJl4 署長 平 6. 9却基莞613号|

掴揖 274号
(整惜通達記0)3)

3 I休憩自盛刷用陪タト許司町南
消

自!即-l 署長 平 6. 9団臨613警は1制
掃揖 274号

(整備過連記明)

聴聞

弁明
行手提司3-2-cD1;:
より週間障制ト
行手掛3-2-(自己
より適用耐ト

仔より予週湖間3-2c間移⑪トZ

聴聞

聴潤

聴聞

暗号曲目寓寄帯舎規程｛己基づくも司)目寓寄帯舎規程｛己基づくも司)

問一|問 顧問叶 聴掴

(畳僅置童法に基づくもの)

1 量僅賓室適用陪タト許可由取 潤
治

陪這 平 6. 9.担基聾613号 瞳閣
婦腕 274号 

(聾繍話器書記く也3)

(買金の茸払由確保警に臆する潜律相乙基づくもの)

間嘗章副主主措置に悟る古 描4

l I未令不払正圃受室輯町に立輔望副地島に監お輔け令る 盟諸ー1

3 不朱品正質畳室世町に立師童駄連に融古Eけ欝る 湖 2

命令

署長 昭国1. 6担発基92号 潟

局長 謹詳きで明確 → 盟抱一1

局長 法令で切膿 →湖2

(労働時晶恒芳薗拘置議に関する臨闇措置諸に墓づくもの)

弁明

得手耳目3-2-@に
より週間酔ト
行手法13-l-@<こ
より退問閉ト

労働時脳血血品。十曲の承語&-2
認の取調
世由民i!'~a酬田毛主』十画由意法1l-l
認由聡閤

平 4. 9 . 1 観劇号|制

世市で明確 →l詰 12・2
暗闇

聴聞

(軍司労曲掴己基づくもの)

L':明証命令

法令て唱屈曜
|新聞トl1

話市で明確 →法3.2-3

|長及瞳宇官

安主衛生蔚係

(労骨宜主薗宝酒己基づくもの)

宜主官謹話量申増員命令
宜主軍曹輔の解任命令

唱団 5 . "基男737号
田l5 ,5.11 基発 737号|

弁明
聴閣

(盆悼哩野崎規制己基づくもの)

時一同詔!削
法令て司膿 →|奥lJl 礎調

(特定f出担陶買事岬著予防規制己基づくも巴)

|同 貝00-5 箸長|醐7.18 _祖母!貝00-1 朝喝

(輯じん障害防止規則号車づくも OJ)

瞳潤

昭 54. 7.26 基発盟主号 R'I l-1 聴澗

(偉業理蟻軍師吉剥己基づくも由)

1 〆ト正足蹴省担吉帽耳E商 法17 指定詰績 誼令で明確 → 活17 車問 。
2 p r ι z鏡台uD受験艶止

法置か2
法17

檀関
指定昌国 盟甫で明確 → 法17 弁明 。

3 指定講習機曹D指定由耳車問
置かE
詰迅l-l

槽関
局長 法令て坦居室 → 古語l-2 自鴇13-2ベ畠｛こ 。

安薗茸53-1 より週間醒帥ト 。4 指定講習檀閣由指定由耳車問 盟く3.2を 局長 量令て唱届童 → 官設～-2 車問
安商法自-2 。

5 憎籍軍第則定機慢の登録由 謹話4-1 局長 法令て肉離 → 耳語4-1 仔手法13-2ベZに
安薗法53-1 より週間間ト 。6 邸情聞聴軍閥臨翠鞠D登録由 溺 4-1 局長 法令で明確 → 潟 4-1 、日,-l 瞳潤
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))

誼
活
法
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→
→
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7 鶴作業自環境盟巨弾鰯! j O )業務由 語34-1 局長 法令て唱確 →|制-1、日-2

8 停作嘩止環命令境等調旋準輯胆耳盟軒コ 滋34-2 局長 盟詳?で明確 → 法12-1 、剖-2

S 取隅消覇軍棚田観劇宜謹斡 泊己4-2 長選 話市で明確 → 法i2-2

10 務作華国理境調E田鍋由業務由 謹お4-2 島星 法令で明確 → 浩12ト2

1 1 停作止業命環壇令等軍監軍塁間町議務規 淫話40)2-2 局長 遺骨で明確 → 誼34①>-2
轄由変更命令

12 作事環境盟陸士に珂.. る町 混科4-1 局長 活守明日曜 → 冠制ー1
修受講甜訴

13 事轟音寺割話すする研慣受講 語科4-2 島畏 盟市て?明確
由指示

(作業理境調症基準巴基づくもM由)

弁明

行手詰13-2-o1こ
よ 'J軍関開紗ト

瞬間

弁明

荊羽

弁,～

弁明

消

(Uん院描｛己基づくも由)

11f1蜘融自指示

平 2. 7.17 基莞必1号i 醐

平 2. 7.17 朝報副 醐

|混14 局長|四4.28 翻 250号| 開

～～関悟

｛労骨者災害欄担保障掴己基づくも0))

番号 処分内容 根担探究
(最草寺)

処分櫓者 瞳掴又は閉園町別
(適用脚同珊合にi割古車手続法
ょの樹陸軍文/骨項骨)

処分基準
(通遺年月目、置号)

理由同提示

1 不E主務容者か6白費再撤収 培120 ) 3-1 局長 f子手法13-2-@Xこより週間続静ト 昭拍 7.31 基男四6号等 。
23

4

事陣聾署主(輔へ置由)年連金帯納の司付定命令

遺族(捕蝿)年室の直定

法沼田 3-2
培15由, E
謹沼田3-3
法 16の3-3

局長
署長

署長

行手証13-2- @ Xこより遣問揖貯ト
f子手浩13-2ベilJjこより適用防号外

行手揖13-割引こより軍調柑酔

田岨 7.31 基異国6号等
田41. 1.31 基調 73号等

臣41. 1.31 基男 73.号等
。。

E 遺族(醐買)年宣白改定
話量20)4-3
浩 16の3-4 署長 停手詰13-2～到こょっ運河椴静ト 昭41. 1.31 基男市号等 。

6 失揮による不査指決定
謹訟の4-3
法 16 0) 4 -1 署長 行弓弓去13.白山岳により盟問問ザト 田41. 1.31 基男 73号等 。

7 遺族(欄買)年童の宣荷停止

前段
世記20)4-3
法 160)会↑ 署長 行手宮目3-2ベi l J jこより適用精妙ト 昭41. 1.31 基舜 73号等 。

8 遺族(欄瞳)年金由主詣停止

前段
混乏20 ) 4-3
語 160)5-3 署長 存手間3担割こより亜婦問ト 昭41. 1.31 墓揖 73号等 。

9
に伴う年輩由ilIV:主
失権による不安兼世定

理20)4-3
法16の9-4 署長 伊予嗣3- 2- @によっ軍調間切ト 田41. 1.31 基罪 73号等 。

10 簡青(楠買)年舎の改定

後手量
語臣20 ) 4-3
撞 18由2 署長 行手法13-2ベBにより適用陪タ 昭毘 3却基発192.号等 。

11 事課主か' 5 0 )保晴給付費用
誼;220)6-2
盟く25-1 局長 行手法13-2- @ Xこより適用時ヲ 暗47. 9.担基再出3号等 。

12
由徴四

語詔5-2 局長 仔手法13-2- @ Xこより適用除9 昭48.11.22 基罵倒4号等 。
13 費中帰d噂徴穆収駐在世欄蜘入白 謡曲-3 局長 晒司 喝判11. 1 基男1454号等

14
議認の取調
人親方等研器岨入の承 混出ト4 局長 聴聞 田40.11. 1 基男1454号等 。

15

16

認の取消

海認豊の宮夕刊ト高拒B硝遺否書等叫宿場拐古邸由入一由時彦差

止め

法措-2

出7田3

局長

署長

聴閣

f子手詰13-2~岳により適用陪タト

自活2. 3.30 基奨 102号等

昭40 .7.31 基溌国6号等

。。

A為ミ誌ですまら, : f
中華麟空機撃落事故頗圏
追究に関する疑;章

穀本道土星

昨年4月の中華航空機Aま雌型機の事故について
は、成念ながら同事故調査団の調査の方向は、パイ
ロvトミス説が有力になってきているように思え
ます。

しかじ、たとえパイロットミスという人為的なミ
ス力まあったとしても、それをカバーするハード面

ソフト面でのシステムが備えてあったなら墜落は
回避することができたのではないかと思われる点
もあり、その点に関する追究が不足しているように
感じられます。どういう点力"f.足しているのか、こ
こに「安全の問題」として提起させていただきたい
と思います。

マスコミ等の報道によりますと、中華航空A:110
型機ドの墜落事故は、自動着陸復航モードにセ、y卜さ

れたコンビュータが、パイロットの機首下げ操作に
反発して、水平尾翼・昇降舵を過度の機首上げ状態
になるところまで作動させてしまい、その結果、機

体が棒立ち状態になり失速し墜落したといわれて
います。

このことは、とりもなおさず、自動着陸復航モー
!とにセットされているコンピュータは、操結解の動
き、あるいは操縦拝に加えられた力の向きとは逆向

きに水平尾翼・昇降舵を動かすようにプログラミ
ングされていることを物語っています。

なぜ、こんなプログラミングになっているかと言
えば、自動着陸復航モード特において、今回のよう

に操縦拝とコンビュータを電気的につないだシス
テムにしておくのも、OlJえば、アメリカ方式(自動

着陸復航モード時において、何らかの理由で、もし
操縦拝が動かされた場合、操縦揮とコンビュータと

の接続が切れる方式>への反省があったからだと思
われます。

アメリカ方式の場合、仮に、パイロットが急死し

たりして操縦揮に持たれかかったり、自分で気づか
ないままに操縦拝を押したりした場合は、操縦拝と
コンビュータの接続は鴻たれますので、接続tJ鴇た

れたコンビュータは、その修正を行いませんから、
操縦持の動きどおりに水平尾翼・昇降舵は機首下

げ方向に動き、安全高度を失う結果、墜落にいたっ
たケースも過去にあり、その反省として、そのよう
なシステムが取り入れられたと言われています。

ですから、今回の事故のように、パイロットの機

首下げの操作に対して、これを自動的に修正するた
め、コンビュータが操縦拝の動きとは逆の方向に水
平尾翼昇降舵の角度を修正して、着陸復航時の正
常な上昇角度を保持するようなプログラムやシス
テムになっていたとしても、それなりの理由はある
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と思われます。
ただし、今西の事故のように自動着陸復航時モー

ドの場合、修正のために操縦拝の動きとは逆方向
に、水平尾翼・昇降舵をどのくらい動かすのか、そ
して、動かした結果、棒立ち状態になるのを防寸た
めには、水平尾翼を動かす上下角を操縦拝に加えら
れた力や動きから検出するのではなく、機体の実際

の上下角度と水平尾翼・昇降舵の角度から直に検

出する必要があります。
この方法を採らない限り、操縦拝とコンピュータ

をつないだままの自動着陸復航モード時のプログ
ラムは、今回のように、もL操縦揮が押され続け、
かっ、このモードを解除できない場合、機体を棒立

ち状態にさせてしまう危険性次陥)がシステムの
中に潜伏してしまうことになります。

つまり、自動着陸復航モード時に操縦拝が動かさ
れ、かっ、このモードを解除できないというふたつ
の条件がそろい、かっ、手動によるタプ傍降舵の)
操作を行わなかった場合、 1∞%の確率で墜落する
危険性を潜伏させていることになります。
今回は、このモード時に実際に操縦拝が動かさ

れ、かっ、このモードの解除もできなかったために、

必然的にその危険性が発現したものといえます。

もちろん、機体メーカーは、 A3 i立型機の開発・

設計・生産のどこかの時点、で、この重大な危険性が
システムの中に潜伏していることに気づいていた

のです。だからこそ、この危険性が現実のものとな
らないよう膨大な操縦マニュアルの中に、一片の
「注意書き」として「自動着陸復航モード時には操
縦揮を動かしてはならない」という注意事項を記載

せざるを得なかったものと考えられます。
このことは、この潜伏している危険性によって事

故が起こり得ることを、メーカーは充分に予測し知
っていたことを示しています。この意味でも不可抗
力の事故とは言えないのです。問題は、一片の注意

書きで済ませてしまい、コンビュータプログラム上
も、機体の操縦系統の設計上も、その改善を行わず、

操縦マニュアルに対する人間(パイロット)の注意
力に頼って自乾尭しようとしたことにあります。つま

り、この潜伏している危践性をシステム面で取り除

くことを回避し、これを安上がりに済ませられるマ

ニュアルの注意事項として書き込むことで対応し、

人間側つまりパイロットの注意力に転嫁してしま

ったと言えます。

それが、一片の注意書きとして「自動着陸復航モ

ード時には、操縦揮を動かしてはならないJ r動か

すのなら、そのモード解除ボタンを押してから、操

縦揮を動かせ」という、操縦マニュアルに記載され

るにいたったとし古唱に考えようがありません。着

陸進入時の忙しいときにはミスを誘発しやすいや

勺方です。

このようなシステムになっていたことと、そのシ

ステム故に「自動着陸復航モード」を解除すること

のシステム上の重要性をパイロットが理解してい

なかったから起きた事故である、いわゆるパイロッ

トミスというわけです。

言い換えれば、パイロットは、自動着陸復航モー

ド状態においては、機の操縦については「すべてコ

ンビュータにまかせよ」ということです。

そうしないと今回のように、そのモードで、もし

操帰揮を動かし続けた場合、操縦拝の動きとは反対

の方向に水平尾翼・昇降舵が作動して危j険な状態

に陥り回復不可能になるということです。マニュア

ルに禁じてある、絶対にしてはならない操作をやっ

てしまったという致命的なパイロットミスと言わ

れる由縁です。

こういうことから、このA主立型機の安全システ

ムは、マニュアルに禁じてある事項に対しては、パ

イロットが絶対に判断ミスをすることはない、もし

判断ミスを起こしたら、もう助からないという作り

に結果としてはなっています。

ミスは1回だけは許すが2回重なると乗客は助か

らない作りに元々からなっていたとしか言いよう

がありません。

P御坊御物館経働総館経微妙WOO'μ'''
四丹11'5名 ～)三;-時l~吻諒易Oタ1\タq)ー:ゐ~・ヨ, ヨ官官r

結型の思想でシステムを作っておきながら、なぜ、
コンビュータにとっては、外からの繰縦拝からの)
入力が伝達されるような矛盾したシステムになっ
ていたのでしょうか。

つまり、このモード時に限っては、操縦揮の動き
がコンビュータに伝達されないようなシステム設
計が、なぜとられていなかったのかワ重大な疑念
が残ります。

今回のように、コンビュータが、すべてを制御し
て自動着陸復航モードにある場合、このコンビュー
タにとっては「外乱」ともいえる人間側(l¥イロッ

ト)の操作する操縦揮の動きとコンビュータは完全
に切り離されて自己完結型のシステムになってい
なければならないはずです。そうしておけば、いく
ら操縦揮を動かしたとしても機体が棒立ちになる
ことはなかったのですo

つまり、人聞の操作から切り離し、コンビュータ
に機体の姿勢を制御させるなら、そして機体メーカ
ーが言うように、それがこの機の設計上の特徴的な

安全思想だというのなら、自動着陸復航モード時
に、なぜコンヒ園ユータは、人間の操作操縦拝の動

き)から入ってくる入力俳吉L)から完全に遮断され
~m御されるような自己完結裂の設計になっていな

かったのか、そこには深い矛盾と疑問が残ります。

しかもなぜ、操縦拝の動きとは逆に、機体が棒立
ちになるところまで水平尾翼・昇降舵を動かし続
けるような設計になっていたのか?

ここには、とても単純な音器十ミスとは思えないよ
うな要素が含まれているように思われます。ここ

に、機体のコストと安全性の相克に、融十の安全思
想が迷い揺らいだ痕跡を見る思いがします。

このことが、この機の設計思想のあるべき概念
(ソフト)と、実際に設計されたシステムv、ード)と
の矛盾を生じさせ、その谷間に中華航空は墜落して
いったとも思えるのです。

なぜなら、今回のように操縦揮の動きとコンビュ

ータがつながっていたとしても、機体の実際の上下
方向の角度の検出を水平尾翼・昇降舵の角度から
読み取るように設計されていたならば、操縦拝の動
きとは逆の動きを続け危険な棒立ち状態になるま

でもっていくような操作システムにはならなかっ
たからです。

ここには、コンビユタソフトのシステム設計概
念と、機体操縦システム設計概念との両立し得ない
矛盾が起きていると感じられるのです。

ではなぜ、そのような自己矛盾的な設計になって
いたのでしょうか?
一見、いくら矛盾していることでも、そこには、

機体メーカー側にとって、それなりの理由や必然性
というものがあるはずです。

こういう視点から考えると、機体メーカー側にと
っては、たとえ自動着陸復航モード時ではあって
も、操縦搾とコンビュータを電機的につないでおか
なければならない理由があったからだと考えるの
が自然です。以下、その点について考察をしてみま
す。ここで、操縦拝とコンビュータが電気的(電気
信号で)につながっているという意味は、次のよう
な意味です。

機百本には、姿勢を制御するための、主翼の左右に

ある旋回用の補助翼、水平尾翼と昇降舵、垂直尾翼
に設けられている方向舵があります。

これらを操縦拝で動かす場合、今では小型機を除
き、操縦拝の動きをワイヤーロープなどで機械的に

伝達しているのではなく、操縦拝の動きをいったん
電気信号に変えて、その信号在、あとて池べますモ
ードスイッチを介してコンビュータに伝え、さら
に、そこから補助翼、水平尾翼・昇降舵、方向舵を
動かす電気モーターや電気油圧モーターに伝えて
動かしています。一般にフライパイワイヤ方式と呼
ばれています。つまり、操縦拝からは、常時、操縦

揮の動きに応じた電気信号がコンビュータに送ら
れ、機体姿勢の制御のための補助翼を動かすシステ
ムになっています。これが通常飛行中のシステムで
す。

問題は、機体メーカーが、自動着陸復航時に備え
て、それ専用の別システムを作らずに省略をして、

この通常飛行中の信号システムを、極めて安易にモ
ードスイッチひとつを設けることで「迫搬続」にし
て、自動着陸復航モードにも兼用しようとしたこと
にあるのではないかという疑念に突き当たります。

つまり、モード切り替えのスイッチひとつで、ハ4
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ード面は通常飛行モードと自動着陸復航モードの

両方に兼用できるという、一見したところ一石二鳥

のうまい手拶Eだといえます。当然、先の欠陥に気づ

いた後においても、操縦マニュアルに注意事項とし

て書き込めば、設計のやり直しもしなくて済みます

し、制阿乍費も安くつきます。したがって、このモー

ド切り替えスイッチひとつあれば、そして、このス

イッチが正しく使われさえすれば、機体制作のコス

ト低減と自動着陸復航時の安全性は両立するはず

のものであったのです。

だから、操縦拝とコンビュータを切り離すわけに

はいかなかったのです。これを、マニュアルで餅殺

しようとしたのです。これが失敗であったことは明

らかです。しかし、それでも墜落は、まだ避ける方

法があったと思われるのです。

そこで着目すべき点は、自動着陸復航モードに切

り替えられた時点での水平尾翼・昇醐Eの角度、お

よび、その後、刻々変化する尾翼の角度の検出を、

システム設計上でどこでどのようにして行うよう

になっていたかということです。

つまり、今回の事故は、「コンビュータの反発」

と言われているように、刻々と変化する機体の姿勢

制御の初期条件および過度条件の判断基準を、機体

の実際の姿勢ではなく、パイロットが操縦拝に加え

た力や、操縦望者の動きを基準にして判断するような

システムをとっていた可能性を否定しきれないか

らです。だから、自動着陸復航時においても操縦揮

とコンビュータを切り離すわけにはいかなかった

のではないかという疑念が払拭できないのです。

なるほど、通常飛汗モード時には、操縦揮の動き

と機体¢姿勢は「正反応の状態」にありますから、

操縦拝の動きや加えられた力を基準に、機体の姿勢

を判断するようにしておいても問題はないのかも

しれません。

しかし、自動着陸復航モード時には、そのモード

スイッチによって、操縦拝と水平尾翼・昇降舵は

「逆反応将占」に変わりますから、そういう逆ハン

f対撃になっていることを知らない、あるいはそのモ

ードを解除できない場合は、操縦拝の情報がコンビ

ユータに伝わり続けます。

よって、操縦拝を元に戻すか、操縦揮から手を離

さない限り、コンビュータはフaログラムどおり、エ

ンジンをフルパワーにし、水平尾翼・昇降総を上げ

舵いっぱいにとって機体の上昇角度をどこまでも

上げ続け、ロケット並みの推力を持たない限り、つ

いには速度を失い、雨時に翼も全ての機能を失い墜

落することになります。しかし、それでも、コンビ

ュータや電気回路の中に、このような危倹性が潜伏

していたとしても、もう一方の、機体側に次のよう

な設計がしてあったなら墜落は防げたはずなので

す。つまり、水平尾翼と機体との角度の検出を、必

要な都度、実際の機体の上昇角度・降下角度との関

係で行うように設計しであったら、機体が下向きの

降下姿勢になってもいない状態で、コンビュータが

水平尾翼・昇降舵によげ舵をとらせる余地はなく

なり事故は防げたはずです。

しかし、ハード的には、機体が上昇角度にあるの

か、逆に降下角度にあるのかの検出を操縦拝の動き

から情報を得ていたために、モードスイッチで操縦

揮の動きを逆転させて、機体を自動的に復航上昇姿

勢に持っていく任務を与えられているコンビュー

タは、機体の実際の姿勢とは関係なく、下げ舵をと

った操縦拝の動きを不適切な逆の操作であるとみ

なし、それを修正する内臓プログラムにしたがっ

て、上げ舵を水平尾翼・昇降舵にとらせ続けた結果

棒立ち状態にまでなったと思われるのです。よっ

て、自動着陸復航モードに切り替えた瞬間と、その

後の機体が、どういう姿勢にあるかの検出を操縦揮

の動きではなく、実際の機体の姿勢から読み取り、

その情報にしたがって水平尾翼・昇降舵を動かす

ような専用システムが設けてあったならば、今回の

事故は起きなかったと,尉コれます。

"'//"時機物物級後務紗殺傷物滋緩経務物物抑制～"

安争力事iia 1 :技術協砂,予定通性 
旬仏均勿修部移W γ

しかし、実際には操縦席計器盤の面積効率を上げ

るためか、制作費を安く上げるため、操縦拝からの

信号を両方に兼用しようとしたのです。コンビュー

タと操縦拝を接続したまま切り離す設計にしなか

ったのも、そのような理由からだと推測できるので

す。ここに、電気的な回路だけから情報を得ょうと

する現代の安上がり技術の潮流を見る思いがする

のです。

例えば、原子炉の緊急止戸以令却装醤に大量の水を

加圧して送り込む冷却水ポンプも、実際に、指示通

りに動いているかどうかは直接的・機械的には検

出されず、炉心、の1*1替が、どうもおかしいという状

態になって初めて、指示通りに動いていないという

ことがわかるシステムになっていました。その聞に

致命的ともいえる時聞を失っています。スリーマイ

ル島の原子炉融解事故もこうして起こったのです。

ダグラス DCll哩機の貨物室半ドアによる最初の

墜落事故も、ドアを閉める電気信号通りにはドアが

閉まってはいないまま離陸していったのです。つま

り、電気的に指示を流し、それを機械的に検出し指

示元に返してやり、指示どおりになっているかどう

かをチェックするというシステム概念が欠けてい

るのです。

実際に、機体の上下角と水平尾翼・昇降舵との相

互］関係が、どれほど危険な状態になっていたのかを

知るすべも、また、そうならないためのシステムの

サポートもないまま、パイロットは混乱の極地に達

していたのです。マニュアルを読み直しシステムを

把握し直す時間は、もう失われていたのです。

今回の中華航空のAま迂盟機も、電気回路やコン

ビュータ回路から情報を得ることの利便性、そし

て、このような電気拡術者古等比の設計として好ん

で用いる「モード概念」と、操縦装置をはじめとす

る機体設計というメカニカル概念の整合性が十分

に吟味されていません。

しかも、それ故に生じた、このふたつの拡術領域

の相克やもたれあいというシステム上の欠陥を、こ

れまた、安土がりに一片のマニュアルに書き込んで

済ませてしまうという、航空機の安全を、いわば現

場の人間の注意力に転嫁していたのです。その相克

と矛盾の谷聞に乗客の皆様の命が消えていったと

思えるのです。

今回の事故調査は、こういう観点からの調査がな

されているのか疑問ですo

U仰物縫畿畿畿総務物lf;OfO'///.

何物後書グ/持M

人間は必ずミスを犯すという思想的前提で作ら

れているはずの航淫議紛す墜落したとき、その主たる

原因がパイロットのミスであるとする、自己矛盾も

はなはだしい主張をするような機体メーカーや事

故調査団は、航空機の制作や事故原因調査にかかわ

る資格などありません。

ここには、マン」マシンのインターフェースにお

ける思想と拡術論の不在という、安全性や信頼性と

いうものに関する現代機械技術や技術者の思想の

底の浅さが見えているように感じられるのです。そ

の点ではわれわれ素人も同罪です。

結論として、 Lえ』このように、仮に、パイロットが

自動惹陸復航のモードを解除しないまま、操縦停を

動かしたというミスを犯しても、機体側に、次のよ

うな設計あるいはシステムが設けであったら墜落

は回避することができたと思われます。

① 自動着陸復航時ではあっても、パイロットがミ

スを犯して操縦拝を動かす可能性が否定できな

い以土、仮に、そうしたとしても、その力や動き

がコンビュータに伝わらないよう、操縦拝からコ

ンビュータに送られる電気信号とコンビュータ

の機体制御プログラムモードを完全に切り離し、

別¢専用システムを装備する。

②機体の上下方向の姿勢の検出在、操縦拝から電

気的に読み取るのではなく、機体の軸線と水平尾

翼の実際の角度から機械的に読み取るようにす

る。

③上記の①と②の概念のすり合わせを十分に行

い、設計思想や概念の谷間や矛盾がないよう十分

吟味する。

以土のうち、どれかひとつでも実現されていたな

ら、たとえパイロットが今回のようなミスを犯して

も墜落は回避できたはずです。

安全設計とは、一般に、ふたつの系の相互関係に

おいて、片方の系の欠陥が、もう片方の系によって

カバーされるようになっていなければ安全設計の

意味がありません。今回の中華航空機は、 Aま皿

機の電子系統と機械系統の、このふたつの系の欠陥

が、お互いにカバーしあうどころか逆に助長しあっ

た負のフィードパ、yクのループにはまり込み、その

中に墜落していったと思えるのです。これらを「ミ

ス」といっていいかどうか疑問です。 町 T司

1995年7月 3日且～
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盤調活動で無謀で
種験諒解体工事に嘩止
舎なお続く被災地のアスベスト飛散

中地重晴

皇賞災から半年

忌まわしい阪神大震災から早や6か月が過ぎまし

た。被災地にも落ち着きが戻ったかのような報道が

されていますが、まだまだ問題は山積みしていま

す。いま、被災地は復興に向け、倒壊した家屋や構

造物の解体作業が進められています。解体作業は神

戸市で5割、他地域で信u以上進んでいると報告され

ています。筆者の自宅の周辺は木造住宅の錦jが倒

壊しましたが、いまは解体作業が進み、ほとんどの

家屋が取り壊され、更地になってしまいました。地

震直後、 2,3,月は夜になると電灯もつかず、不気味

な感じでしたが、現在では空き地ばかりでまったく

違う光景になりました。区画整王監由域に指定され、

道路や公園を広げる計画が建てられ、はたしてもと

どおりの生活がおくれるのか不安に思っている人

も多いようです。安全センター情報9:)年4月号で報

告した被災地のアスベスト汚染の現状について続

報を報告します。

静yトワークの結成

既報のように、被災直後、「緊急性」を優先する

危険な解体工事が急ピッチに進められました。同時

並行的に解体工事古苛?なわれたため、粉じんの飛散

が問題になりました。長田区や中央区、神戸YWCA

などのボランテイアグループがマスクのカンパを

呼びかけ、全国から手作りのマスクが送られてきま

した。また、東京のアスベスト根絶ネットワークや

タレントのマリ・クリスティーヌさんが中心にな

って、阪神大震災マスク支援プロジェクトを呼びか

け、カンパで購入した防じんマスクを

中学校の生徒に配布する活動を行なつています。

これらの動きの中で、解体作業に伴うアスベスト

飛散の危険から自らを守りたいという住民の声も

あがり、 3月 25日に「被災地のアスベスト対策を考

えるネ、 y トワーク」締称被災地アスネット)をボ

ランティアと住民で結成しました。
まず手はじめに4月8日、東大のアスベスト根絶ネ

ットワークや神奈川労災職業病センターの関田さ

んの協力を得て、現地調査活動や吹き付け材の見分

け方の講習会を開催しました。 4月13日には神戸市

に対し、きちんとしたアスベスト対策を講じるよう

要望書を提出し、環境保全部の担当者と話合いをも

ちました。また、 5月2 7日には「見えない危険が飛

んでいる!被災地のアスベスト対策を考えるシン

ポジウム J (30頁写真)を開催し、約Z略の市民の

参加を得、関心の高さを知りました。この前後、マ

スコミにも大きく取り上げられたため、電話による

問い合わせがひっきりなしにかかってき、その応対

にてんてこまいでした。被災地アスネットの代表電

話になった筆者の研究所には、 1日おからまJ $ :の電

話がかかってき、仕事にならない時もありました。

動崎いアスペスト電話相談

残念ながら、兵庫県や神戸市はアスベストに関し

ては全く市民に広報しませんので、アスベストに関

する正確な情報が市民に伝えられていないと思い

ます。それで、 6月 30日から 7月2日までアスベスト

電調臓を実施しました。 3日間で鈍件の電話相談

があり、人々の関心の高さが示されました。最も多

かった問い合わせは、自分の住んでいるところの環

境中のアスベスト濃度に関してでした。また、電話

で相談のあった危険な解体現場については実地に

観察し、 2か所で吹き付けアスベストの存在を確認

しました。そのうち 1か所は、われわれの通報をも

とに、神戸市が解体工事を中止させ、アスベストの

除去工事を行なってから解体するような指導が行

なわれました。また、後述しますが、芦屋ハイツ翠

ケ丘というマンションの解体工事の説明会につい

て協力してくれるよう、複数の住民の方から問い合

わせがありました。結局このマンションでは吹き付

けアスベストは見つからなかったのですが、アスベ

スト含有建材の撤去を吹き付けアスベスト除去工

事並みにきちんと行なわせることになりました。

8月18日には、神戸市と兵庫労働基準局にこの間

のアスベスト対策について説明していただきまし

た。神戸市との話合いでは、冒頭、環境保全部眠か

ら吹き付けアスベスト発見に関して協力していた

だき、感謝されました。今までいろんな交渉をやり

ましたが、行政から感謝されたのは生まれて初めて

です。その場で説明されたことは後述します。

兵庫労働基準局は、永井孝信議員が同席したこと

もあり、局長同席の上で労働衛生課長から説明を受

けましたが、具体的な事例について監宮署の指導内

容がわからないので、もう一度書面で説明してもら

うように要請しました。危険でずさんな工事を発見

したら、一旦工事在中断させて除去工事を行なうよ

う指導すべきだと要請しましたが、労働安全衛生法

の範囲内であれば何もできないという説明で、労働

行政が今回のアスベスト汚梁対策に不熱心なこと

が明らかになりました。要員を増やして、解体現場

のパトロールをすべきだ。アスベストに詳しい人を

労災防止指導員に任命してほしいという間いには、

永井議員も前例にとらわれず検討するよう要請し

ていただいたのですが、現在までのところよい返事

は返ってきていません。確かに解体現場の労災死が

多発しており、アスベストに限らず、危険な解体作

業には関し、指導する必要があり、労働行政に強«

要望したいものです。

地震直後から危険性を指摘されたアスベストの

飛散に関して、この問、市民運動として、ボランテ

イアのネットワークを結成し、監視活動を行なった

ことが、行政に対する牽制となり、無謀で危険な解

体工事に歯止めをかけることができたと自負して

います。

I:~:さまらないアスベスト汚染

被災直後の 2,3 .月は水道も復旧せず、防じんシー

トや散水もせずに、館林工事が進められているのが

自につきました。時間が経つにつれて、若手改善さ

れて、足場を組んで防じんシートをかけ、散水をす

るなどの対策がほとんどの解体現場で見かけられ

るようになりました。しかし、神戸市内だけでも同

時にα1功ミ所近くの建物の解体工事が同時並行して

行なわれている現状の中では、粉じんの飛散を押さ

えることは容易ではありません。環境庁は2月から

毎月右脳i地域l甘由点、で、継続して環境中のアスベス

ト濃度を測定しています。2～6月までのデータを見

る限り、幾何平均値では0.8~1Z本/宵を示し、横

ばい状態だといえます。 4月以降の謝定結果では、

最高値がZ本fiZ程度に大幅に減少しましたが、状

況は変わっていません。 1993年度の環境モニタリン

グの全国平均と比較しても、 7、Bfi奇奮い値を示して

います。また、解体現場周辺での測定では、平均値

が3.4～4目5本/15、最高値は19.9本/協と大気汚染

防止法で定められた排出基準を大幅に越えるとこ

ろもあり、問題であることが明らかです。

私たちの監視活動で也見つかったことですが、解体

開始時はわからずに、工事がある程度進んでから、

鉄骨に吹き付け材が露出する例がいくつもありま

した。ある有名中華料王釦苫では、青石綿が露出し、

被災地アスネットから市と労基署に通報、一旦工事

を中止させ、アスベスト除去工事を行なった上で、

解体工事を行なわせるようにしました。中には解体
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途中に吹き付け材が霧直しても契約が完

了しているため、そのまま解体作業を続行

し、アスベストを飛散させた現場もいくつ

かあります。また、注意を要するものに

19回目本/なという最高浪度を測定した解

体現場は、神戸市の担当者の説明によると

吹付けアスベストは確認されなかったそ

うです。ということは、吹き付けアスベス

トを見落として強引に解体したか、内装材

や床材のアスベスト含有建材を重機で破

壊、粉砕したため、アスベスト濃度が上昇

したとしか考えられないところです。

市民の方からよく測定結果を比較して

高くなったかどうかを聞かれますが、ほと 

んど状況は変化していないと説明しています。おそ

らく環境中のアスベスト濃度の上昇は解体作業が

完了するまで、あと約1年は続くだろうと予想して

います。今回の地震によるアスベストの環境護度の

上昇原因は吹き付けアスベストの飛散によるもの

だけでなく、アスベスト含有建材の飛散が相当量関

与していると考えざるを得ないと思っています。

量応異なる兵庫県と神戸市

アスベスト飛献す策については、神戸市と兵庫県

でかなり取り組みに差が出てきています。神戸市

は、私たちが申し入れをしたり

からの間い合わせが華霊姪到Eリし、アスベスト対策の取り

組みについては精力的で、評価すベきだと考えてい

ます。担当の環境保全音部F指導課大気係係、は、 5月末に

は:r震災に伴う家屋解体・撤去工事におけるアスベ

スト粉じん対策に係る基本方針」を発表し、市民か

らの問い合わせの多かった神戸市内のアスベスト

の環境濃度を詳細に把握するために、面的測定と称

して市内必か所の小学校で環境測定を実施しまし

た。残念なことに 9月初めでも結果がまとまらず発

表されていません。市民の関心の高い調査なので、

早急に調査結果を明らかにするべきだと考えます。

また、 6月末から市内の解体を予定している建物

をパトロールし、現, : ; ' E約37鳴が残っており、その

中で吹き付け材が発見されたものが4 7か所、そのう

ちアスベストが含有している可能性があるものが

約まゆ所把握しているとのことです。かなり解体作

業が進み、更地になったところも多く、建物の裏側

にも回り込めるようになったため、確認作業が容易

になったようです。残された建物の多くは、東灘区

のマンションと中央区の繁華街の雑居ピルで、どち

らも区分所有者の意見の調整や権利関係古溝雑で、

解体の合意が得られず、取り残されている場合が多

いようです。他の地域はこの秋までにはほとんどの

解体が進むようですが、中央区の繁華街に関しては

かなり長期化しそうな雲行きだそうです。アスベス

トの除去については、三者勢約でビルの持ち主、施

工業者、神戸市とで話し合うため、きちんとした対

策をとらせるよう今後も指導していくとのことで、

三宮の繁華街に関しては危険な解体作業がないか、

今後は定期的にパトロールし、現場指導を強化する

との対応を説明してもらいました。

神戸市が把握しているところでは、アスベスト除

去工事が完了または協議中のところが約4線、それ

に解体予定の約ま線の合計約 7口僚だそうです。当初

の見績りより約2倍になっていますが、このうちの

いくつかは私たちゃ市民の人からの通報等で吹き

付けアスベストの存在が明らかになったことによ

るものだと思います。ネットワークを作って監視活

動を継続した成果だと考えています。

また、兵庫県の環境保健由時境局長名で、吹き付

けアスベストの除去工事については外部の市民か

らも見えるところに掲示を出すように通知が出さ

れました。被災地アスネットが要求していたことが

とおり、一歩前進というところです。

それに対して兵庫県の対応はかなり鈍いもので

す。 6月末に、担当の大気課に問い合わせたところ、

吹き付けアスベストの存在を確認している建物は

笈数か所、そのうち3か所で除去工事が完了してい

る。グレーが«数か所あるというものでした。震災

から 6か月も縫っており、いまだにグレーといわれ

るような建物が存在すること自体が行政の怠慢だ

と考えます。さらに、兵庫県の担当者は芦屋ハイツ

翠ケ丘の説明会に、解体業者の悌買で出席し、周辺

住民からの強い希望で、解体業者とマンションの管

王邸垣合理事長がアスベスト含有建材の吹き付けア

スベストに準ずる除去工事を約束したことに対し、

そこまでやる必要性はないと決定に不満を表明し、

出席者から非難されるという失態を演じています。

県の担当者の後向きな対応は、今後厳しく糾して行

かなければいけないと考えています。

襲来ベスト舗建材の撤去は今後の課題

被災地域の環境中のアスベスト濃度が長期にわ

たり、全国平均よりも高いレベルを維持している原

因としては、吹き付けアスベストの飛散だけでは説

明できないと考えています。

確かに吹き付けアスベストは飛散しやすいため、

きちんとした養生シートで建物を囲った後に、建物

内を負圧にし、 H E P Aフィルターで集じんしながら

作業を行なうということで、大がかりな工事になり

ますが、数年前に学校施設の除去が問題になった時

点、と比べ、専門業者も多くなり、きちんとした除去

工事を行なう体制は十分あると思います。今回の震

災による解体工事でも、専門業者が行なえば、それ

なりに対策はとられていると考えられます。問題は

吹き付け材が発見されたにも関わらず、除去工事を

行なわずに解体された建物からの飛散と、アスベス

ト含有建材からの飛散ではないかと考えます。きち

んとした除去工事が行なわれなかった建物の件数

は不明でなんとも評価できないのが戎念です。

アスベスト含有建材はスレート瓦や天井材、内装

材に使用されています。重機で粉々にする今回の解

体作業では粉じんとして飛散するのは当然のこと

です。防じんのために散水を指導しているといわれ

ますが、実際の効果はわかりません。重機で粉砕さ

れた建材からのアスベスト飛散が、被災地のアスベ

スト汚染に相当寄与していると思います。そうでな

ければ県と市の発表している合わせて反旗程度の

アスベスト除去工事のために、これほど環境中のア

スベスト濃度が上昇するとは考えられません。

今面の電話相談で、このアスベスト含有建材の除

去についてどうすればよいか問い合わせがありま

した。実際伊jを今後の参考に紹介します。芦屋ハイ

ツ翠ケ丘は戸数約1∞戸の大きなマンションです

が、今回の地震で被災し、解体されることになりま

した。解体作業による粉じん公害などに不安をもっ

た住民の方が複数電話をかけてこられ、被災地アス

ネットのメンパーが工事内容の説明会に参加しま

した。あわせて、建物内を目視調査したところ、吹

き付けアスベストについては確認されず、階段と管

理人室の床にピータイル、廊下一部の天井にスレー

ト板、トランクルームの間仕切りにスレート板が使

用されていたので、試料を採取しました。 X線回折

で定性分析を実施したところ、ケリソタイルの含有

が確認されました。再度説明会を開催して、アスベ

スト含有建材は吹き付けアスベストに準じて養生

シートをしたうえで負圧集じんしながら、手まらし

で撤去するごとを業者に約束させました。

ここの解体 l土地元自治会との協議が整わず、開始

が遅れていますが、アスベスト含有建材の手ばらし

除去は先行して行なわれたようです。業者の誠意在

感じたと住民の方から報告がありました。

手織の対策として、アスベストの環境中への飛散

を抑さえるためには、アスベスト含有建材の撤去の

ためにも、きちんとした対策を講じるようにすべき

だと考えます。この点については国や行政に強く要

請していきたいと考えています。

また、今回の地震の教訓として、災害時、壊れた

ときに有害物や危険を発生するものは使用しない、

普段から削減に努力することが大切だと知りまし

た。復興に際して、アスベスト建材の使用禁止、ノ

ンアス建材の使用奨励を行なうことが重要です。ま

た、次の大地震に備えて、民間施設の吹き付けアス

ベストについては、国や行政が費用を援助して、除

去工事を行なうことを奨励する対策を講じること

が必要だと考えます。被災地アスネットとして今後

全国にこの教訓を発信していきたいと考 町円唱

えています。 凪illi
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市～潜哨賞者議問重量消 益三三I

井上浩
主菌宜主センター副譜畏 遍轟E

語面画面E長 キ
幽弾

春日部署の続き

前回の最後の方に「科学」からの抜き書きを

書いたが、雑誌を購読していたのではない。購

読していた頃もあったが、全部の論文を読むわ

けでもないし、お金もないので、そこは覇権を

利用し、会社の野焼所などに行ってコピーをも

らっていた。川越時代には東燃の平林さんにも

らい、春日部ではど乙だったか記憶していない。

現在では自治労安全対策室の原さんにもらって

いる。いま残っているコピーには次のようなも

のがある。なお、原稿書きに必要な古い法令の

コピーは大蔵省主十局法規謀の中村さんにもら

った。当時はコピー用紙は貴重品であったが、

主計局では分厚い本でも鮮明にコピーする機械

を自由に使用していて驚いたものである。

1袋昨日月生命は分子進化の所産か7 I

1967年 2月 時間、空間および量子論 E

196咋 4月 λ長睦化とその問題点

lS陪苦手7月 素粒子の相互作用の対称性

前々回の 1慌昨日月日日の項に、労務士会を発

足させたことを書いた。ところが最丘偶然にも

労務土側の手記が手に入ったので掲げておく。

今年になって春日部社:労士会でま存言G;念誌?

か何かを発行し、そこに当時の会創立に参加し

た小山直樹社労士が手記を寄せたのである。

「昭和4洋代に入り、原口又三郎氏伏宮)、をは

じめ2、3人の会員の方が僻庁に出入りするよう

になり、県下でもいち早く支部らしき体制をと

りました。当時、春日部労働基準監督署の井上

監督官が、私共に非常に好意的に指導ください

ましたことは、忘れることができません。しか

し賃金構造基本統計調査等の協力もさせられま

した。」

小山さんの弟さんも社労士で大成功されてい

る。両社労土とも元労基署長を事務員として使

用するほどである。 196辞手の日記に次のような

記事がある。

2月 2 3日(日滞揮

午前中から小山兄弟来宅。弟独立開業のあい

さつのため。月桂冠。函)を出す。

この頃の日々

1970年4月3白金漫雨

2日間休んで出勤すると、新任の浜田監督官が

来ている。早大を出たばかりの 2識の美青年で

ある。会田監督官の隣りの机に座り仕事の説明

を受けている。局係長へ栄転の内野係長が辞令

を持ってあいさつに来る。古いしきたりだ。私

は辞令を持ってあいさつしたことは一度もな

い。昼前から会議室で全員で労災書類の封筒入

れをする。第課長の新井監督官が「単純作業に

しては原価が高くつくな」と。会田監督官が封

筒を詰めながら話しかける。「残業を前提にして

勤務時間を決めてよいでしょうかI一体どうし

たのですか J rp:工業が就業規則を 121時間唖替

制で出してきたのです。私はだめだと言ったの

です J rそれで J r常務が労働省の行政解釈を持

って来て、いいはずだというのですI36協定は

どうなっているのですかIそれが出てないので

すJrどちらにしても、残業を前提としない通常

の勤務時宿についてまず決める必要があるでし

ょうね。年少労働者のこともありますからね。」

このことで昨日係長とずい分語指曲したという。

お互いの性格から考えてさもあらん。

夕方新任転任の歓送迎も含めて署長室で簡単

な宴。新任の労災係金子事務官観労働省補償課

労災医療専門官)は落語をやり、浜閏監督官は私

は欽むと限くなりますと言って横になる。会田

監督官が宿直室から毛布を持って来てかけてや

る。会田監督官は浜閏監督官の早稲田の先輩で

ある。(浜田監督官はなかなかの秀才であった。

この後労働省監督課に転出され行田署で再会す

る。)

1釘 0年4月16日休>晴

今日から労災保険相談員が1名配属になる。aJ

年も前に監督署長をやり、つい最近までは労働

本省某課の補佐をしていた人である。それをめ

寸って昼の休憩時間に組合の職場会議。いつも

のように会田監督官の元気の良い声。「眉は行政

野望などといっておきながら、一方ではこうし

て定員外の相談員制度を創設して事実上の増員

をやっている。しかも現実に相談員に発令され

るのは中央に関係のある準高級官僚か、せいぜ

い地方の署長である。なぜ退職金も年金も少な

い下級公務員を任命しないのか。上級公務員が

署に来ても労災僻貨の相談業務などできるはず

がない。まことにふてぶてしい態度だ。」この会

自監督官のはげしい言葉力機らないうちに、隣

りの署長室から真っ赤に昂奮した署長が出てき

た。署長は会田監督官の前まで来ると、怒りに

燃えた目でにらみつけながら、昂奮した声で叫

んだ。「ふてぶてしいとは何だ! 君はまだ相談

員の吉田さんを見たこともないくせに」突然踊

り出た署長に皆あっけにとられてぽかんとして

見つめる。会田監督官も真っ赤になって怒る。

「僕がふてぶてしいと言ったのは、吉田さんのこ

とじゃないですよ。相談員制度のような変なも
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のを勝手に作って古手の役人を任命する労働省

のことをいったのです。 J rいや。おれはそんなふ

うにはとれない。」署長は、なおも昂奮にふるえ

ている。「いや。そんな意味ですよ。特殊法人や

公社公団の問題と同じで、国民を馬鹿にしていま

す。大体署長は何ですか。休態時間中に職場大会

をやっているのに感情的に干渉して」会田監督官

もすっかり昂奮してきた。「何いってるか。職場

大会でなく会田君の大会じゃないか。誰も発言し

ていないじゃないか」 やがて始業となり会議

は終る。

問題の相談員制度は最近設けられたもので発

令は元署長が多い。机もりっぱなものである。月

16日出勤。事業場は激増しても定員は逆に減少し

ているので、必要悪?として登場したのであ

る。信固さんは良い人だったので、後に個人的

にも仲良くなったが急逝された。行政整理は、

1倒鉾3月4日第欽吉田内臨時代に行政整理本部

が設置されてから本格的となり、最初一般的には

3)%削減であったが、税務署 5 5 ,912人、食糧事務

所 3 4 , 4 !沼人、作物報告事務所19,6.お人、職業安定

所 1 0ぷ犯人のみは 2 0 %削減、監督官は 18%、警察

とか保安職員、jj!Jli鏑韻、学校職員、試験研究機

関、現業部門はト2D%の聞の削減であった。し

かし、経済成長に伴う業務量の増加により、いつ

の隠にか各省それぞれが工夫して、正規職員でな

い職員を増加させてきたのであった。)

4月2 4日倹滞
朝から事故現場へ直行する。まず H建設の現場

事務所へ。持閣の長い工期のため、現場事務所

も広くて堂々としている。所長や安全管理者、そ

れに支底の安全課長等から発生状況について説

明を聞き現場へ。現場には横の鉄板が凹んて涜黒

い血の付着した発電機がある。地面にもべっとり

と黒い血が流れ、その手前に花束がひとつ置かれ

ている。死亡したのは3識の元請の労働者であ

る。事故は、工事用の鉄橋をかける工事が終了し

たので、それに使用した発電機をクレーンで吊り

上げてトラックヘ積み込もうとして発生したと

いう。家族は奥さんと小学生の男児1人。会社か

らは労災上積みとしてLα刀自分の見舞金が出る

という。下請の場合には一律α1 Y J j円とのこと。

遠くの川岸を見ると桜並木が続き、風が吹いて来

ると雪のように散るのが見える。私は晩春の河辺

に立った現場技調聞の 1人に声をかけた。

「皆さんはひとつの工事が終ると次の工事へす

寸行かれるので、自宅に帰ることは少ないでしょ

う。」

「そうです。自分の家て寝るのは合計して坪の

うち1月か2月でしょう。 」

「それじゃ奥さんや子供さんも大へんですね。」

「はあ。家内は大へんですわ。子供も小さいう

ちにはおやじの顔を知らず、たまに帰って抱いて

やっても泣きますわ。」

私は高速道路建設現場に立って、春の大気を胸

一ばい吸い込むと歩きだした。(この現場は耳東

北本線蓮田駅近くで車窓からよく見える。私はそ

の後通る度にあの臼のことを思い出して、あの黒

い血の流れていた場所を見つめている。)

8月11日伏漫
八汐商工会へ行き賃金調査謝礼町四円を渡

す。(この時、従来は領収書だけを書き、現金は

役所へ渡していたといって返されたが、無理に受

けとってもらった。｝夕刻松岡教授宅へ行き学会

謡曲文原稿を受け取る。またー部訂正。(この頃、

何の原稿だったか資材甫の一部を引用したら、そ

の部分が鉛筆てオ目されていたことがあった。私に

対する教授の心配りであったのかもしれない。)

明日自体還後薄曇

午前は草加市の清水精工所、午後は同じくミド

リ安全工業の定期監督。月刊労働問題 10月号を見

ると“ある労働基準監督官の日記"が掲載されて

いる。(これは原稿料2万円を受け取っている。)

10.月沼田休満々雨

午後局で新任監督官研修教官辞令を受く。午後

は埼五E行本底会議室で司法警察実務研修。俸

日部署へ新任監督官配属のための教官辞令であ

る。)

11月14日仕輝雨

午前田寺反扮金沢着。石川労働封官で講演。信空

白は富山県民封官で講演。その翌日午前窃寺扮大

宮着。-);!帰宅して出勤。日記には1焼燦らずも

身体快調とある。役所とは閉jの活動であった。)

11月3)白金潤曇
朝早く組合の集会のため出動。宿直拒否をめ寸

って激論。皆弱い。午後局で基準協会原稿を脅く。

11月2 5日付く滞曇

三島由紀夫自決。正午のニュースで署員驚く。

四月17日休選

有斐閣より電話。ジユリストに書いてくれと。

午後岩槻の“ほてい家"で署長とタクシー業者の

会合へ出る。応年会兼でもあったのだろうか)

1971'年1月9日(土)晴

労務士協会員 7人が小策を弄し、箱根へ招待す

る。断って署長と E庶務係長の諸に行かせる。

(小策が何だったか記憶にない。)

2月3日体滞
監督関係の監査を受ける。午前中は大野監督課

長郷内某署で退職)も来署。鈴木監察官と会田監

督官大いに口論。大野氏余りに強圧的。 (6月23日

の朝日新聞にプロジェクト猪代表として高橋公

ている。いつか会った折りに私に対して、いつま

でも労働行政に関係したことをやっていて寂し

いですねといわれた。高橋公さんとは1笹沼年7月

12'130) 両日行を共にし、会津間島で公務災害の

調査をした後、民宿“星乃井"に 1i白し、組合幹

部格も入りワインを傾けたことがあるロ何度か

激動の時代の話を伺った。)

2月12日位選

休んで東京都関係の児童福祉施設長訓練の講

師。伊豆今井浜の東急ホテル。文字どおり紳士淑

女の集まり。熱心で感じ良し。

3月11日休滞

風邪が抜けないが、朝早く川崎の日本鋼管へ。

労組の安全講演。横内氏(佐賀基準局長)より電話

あり。退宮すると。併出の私が監督係長刊のとき

の監督課長)

3月26日命運

地方労災補償監察官への発令内示あり。方面主

任監督官でなくてよかった。事業場監督の仕事か

らようやく解放されてほっとする。ただし、労災

補償課長の感じは良くないが。

にの頃勤労意欲のなくなることもしばしば

で、ある日会田監督官と出張したとき、退職して

文筆や講演でもやっていきたいと思ったりして

いるといったら、現職にあればこそ依頼もあるの

で、退職したらだめではないですかという手きび

しい言葉が返って来た。私自身は、陶淵s) jのいう

『誤りて塵網の中に落ち、ー去在庫(当時の私は 19

年であったが)～という感じであった。この3度に

わたって勤務した春日部署はこれで最後になっ

た晶腕には諜制で定員わずか絡であったの

さんの顔写真が大きく出ていたが、会田監督宮も

同じ頃に活動していた激情家であった。今年4月

の異動でJII越署長になられたが、現在では大成さ

れて自宅に窯を設け市内で個展を聞かれたりし

が、現在は方面制で前述した相談員も含めると職

員は3t名に達するということである。)

田
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車いす生活蓄の職韓関年嘩
九州・全脊連九州が証言集を作成

全国脊髄損傷者連合会九州プ

ロック連絡協議会が、『車イス生

活者の戦後回年史われら市民

めざせ21世j紀』をまとめた(B5版
158.頁l広明)。

1C存在ひと区切りに、それぞれ

の年代ごとに受傷した会員が、受

傷原因、受傷時の1犬況、初期治療、

医療環境、入院時における事象、

障害をもって自分自身が思いめ

寸らしたこと、退院持における問

題・社会参加の問題、 1Q-v加年後

の未来について等々を書いた手

記を寄せている。時代背景がわか

るように、貴重な記録写真ととも

に、各年代ごとに、主な社会的出

来事及び障害者運動・脊髄損傷

者の状況等の年表と解説がまと

められ、全脊連本部副会長新田輝

一氏の「連合会の結成から現在ま

での活動経過及び今後の取り組

みについての提言」及び今年4月

に亡くなられた多賀谷真稔元衆

議院副議長、井上浩全国安全セン

ター副議長、全脊連妻屋明事務局

長ヲの発刊に寄せた文章を収録。

九州各県と沖縄のま洛の方の

手記が載せられているが、ほとん

どの人が自分の事故について初

めて書いたもの。戦後す寸から 50

年代頃までは炭鉱事故が目立つ

て多く、高度経清成長期には建設

労働者、その後は交通事故による

受傷者も増えている。受傷の原因

が日本経済の戦後史をそのまま

反映しているといってよい。

手記を寄せた中で受傷時期が

最も古い福岡県の佐藤久ーさん

(76歳)は、故郷四国に復員した

後、嘉穂町の炭鉱に就職し、 1947

年7月に落磐事故で受傷した(当

陶磁)。 3年間の入院後「自宅で

2年間過ごしましたが、家を改造

したわけではないし、車イスがあ

るわけでもないし、祷猪はひどく

なるー方で妻の介護にも限界と

の判断で、昭和2咋に厚生年金病

院に入院俸イスに乗ったのはこ

こが初めて )0・受傷以来必年間

を振り返ってみると入院、退院、

転院の連続でした。」

「私が受傷したときには労災法

はなく、その半年後に労災法が施

行されましたので、事故当時より

3年間は社会保険で入院。…あと

半年後に受傷していたらと思う

と、・・・労災でないために病院代の

苦労をいやというほど味わって

きました。 Jr今の私には、将来の

ことはどうなるか想像もつきま

せん。ただ願いたいのは私のよう

な労災法成立以前に受傷した人、

または私傷の人に特別な援護法

ができることです。私のように長

く入院生活古犠くと、労災とそう

でない人との差は、月とスッポン

です。この差が少しでも縮小され

るような法が、 1日でも早く成立

するのが、私の切なる望みです。」

全国脊髄損傷者連合会の前身

「全国脊髄損傷患者療友会」は、

国立箱根療養所と九州労災病院

の脊損患者が中心となった呼び

かけによって、「医療費の無車司化」

「所得保障の確立l労災法による

終身年金制度の灘署」を扶目標

に19弱年10月に設立されている。

「脊損者の発生は、丸刈|では戦

後炭鉱労働者に始まり、建築・製

造業、そして交通事故、スポーツ

等に推移している。現在では頚損

者が多く、受傷年齢も若年化し、

また、無年金者も増加している。

所得保障の問題はもとより、地域

生活を保障する社会システムは

未だ用意されていない。長期療養

。青院)も(医療法改正に伴い)難

しくなっているのが現実である。

昭和反洋代から当連合会も 1県 1

強日体制が急速に進められ、地域

を拠点、とする支部活動が進めら

れ、団体としての評価も受けてい

るところである 0".組織が大きく

なり、活動範囲も拡大されると財

政の確立が不可欠である。 3拝の

歴史がありながらも、本会は未だ

役員の手弁当によって活動が行

われている。それに、脊髄損傷者

の人口は増加に比べ、会員数のは

それほど拡大されていない、とい

う現実を前提に、これからの本会

の運動の基本的な考え方及び方

向性田ピジョン、を整担里すること

が、現在の緊急な課題と考える。」

織田晋平九州プロック俗的

9月 21丑3日, tII岡市で全国脊髄

損傷者連合会の第22回全国総会

が、「連合会の将来展望」をメイ

ンテーマに開催される。 四

労組専鍵の盟労死を謹転認露
大分・審査請求では認定基準改正後初めて

労働組合専従の被災者が、団体

交渉中に脳出血を発症・死亡し

た事件について、大分労災僻貢審

査官は今年3月末に、大分労働基

準巌督署長のなした遺族補償年

金・葬祭料の不支給決定を取り

消し、業務上の災害と認定した。

労働組合の専従オルグだった

Aさん< 7e亡当時託昔話獄、 1［波奔
4月初日、午前中組合事務所で業

務を行い、午後、 Eつの会議をこ

なした後、 B社での団体交渉に参

加中に、椅子に座ったまま横に寄

りかかる状丸町倒れ、救急曜で運

ばれて治療を受けたが、約宮時間

後に脳出血により死亡した。

遺族が、 Aさんの死亡は業務上

の災害であるとして、大分労働基

準監督署に労災申請したが、大分

労基署は、 1任氾年7月に業務外と

した。その理由は、①Aさん lま2D
年以よ経験のあるベテラン活動

家であり発症直前の用務が特に

過重となったとは考えられない、

② 197鮮 9月に脳出血て倒れた基

礎疾患があるが倒れる直前の組

合用務がこれを増悪させるほど

の要因があったとは認められな

い、③倒れた当日の団突の状態は

穏やかで興奮するようなことは

なかった、④当日の会議等で関係

者と議論し興奮していたという

が、ベテランで関係者よりも先輩

格であり興奮するに至るとは考

え難い、@時唖合員の問題でトラブ

ルがあったというが1か月前に解

決している、@帰宅がほとんど毎

日夜の 101、寺 11時になっていたと

いう古記午後時以側帯宅までの間

の用務は不明な部分が多い、等と

いうものであった o

医証関係では、主治医は、「業

務による疲労が今回脳出血の発

病の一国となったと推定される」

との意見。大分労基署が意見を求

めた局医は、「血管の脆弱性とい

う素闘が出血の原因の主たるも

のと思われる」としながら、「局

医による合同協議を希望」した。

大分労基局労災医員協議会では、

「素因があったために発病したも

のと思われる。業務上と認めるに

たる所見はないものと考える」と

の意見であったという。

審査官の段階では、まず、大分

労基署の業務外理由で述べたこ

と以外に、一度倒産した C社の再

建闘争を指導する中で様々な問

題が未解決のまま 3日後に組合大

会開催が予定されていたこと、及

ぴ、⑤の組合員の問題のトラブル

で死亡翌日が労働委員会の第1国

証人尋問日であったこと、が新た

に判明したと事実認定。

新たに知り得た事実の資料に

より、産業医科大学の D医師に鑑

定を求めたところ、同医師は「被

災者の死因は高血圧性脳出血の

再発であり、今恒の出血発作に至

る直前の 1週間及び1か月の業務

は量的に疲労をもたらすに充分

な程度のものであり、また、質的

には直前五周聞の業務内容及び業

務に関連した事件の証人調べを

翌日に控えた心理的負担は精神

的負担として充分の強度を有し

たと推測される。加えて、被災者

は脳出血の再発の危険度の高い

人であったことを考慮すると、業

務の加重負荷が被災者の有して

いた脳血管の基礎病態を悪化さ

せ、今回の出血発症に至らしめた

ものと考えざるを得ない」との意

見であった。

審査官が、次のような判断を行

っていることが特徴的である。

①業務の質的面からみるに、オ

ルグ専従者として、中小企業労

組を指導する業務は、労組問題

解決の困難性、書融点の見いだ

し難い交渉、労組の交渉や組合

活動における対立点からくる

精神的興奮や緊張、前回発症後

の身体的不自由及び言語障害

のハンディキャ、yプ等での就

労実態、いわゆる一般労働組合

の専従者とは異質な業務は、被

災者において、精神的負荷及び

肉体的負荷の伴う業務であっ

たと考察される。

②業務の量的面からみるに、毎

日記星く帰宅し、休日もほとん

どとれない状態で、一般労働者

の業務とは異なる被災者の業

務の性質上指導等は通常時間

外に行われていた実態。さら

に、担当分野は各々が責任をも

って指導、解決するという実

態、他に補助者のない草邸龍上の

問題もある就労実態から、業務
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量の面から明らかに過重負荷

があったと認められる。

③その他証人調べを翌日に控

えた精神的負担や、労組オルグ

として同様の業務を行う者と

比べても多くの単組を抱える

など相当過重であった。

④以上を、認定基準に基づき総

合的に判断するに、過去に脳出

血の既往歴があり産前まで医

師の管理下で職場復帰してい

た就労実態、業務の種々の要因

による精神的、肉体的負荷等が

基礎疾患を自然経過を超えて

急激に著しく増悪させ発症に

至ったと医学的に認められて

いることから、当該被災者の発

症に業務が相対的に有力な原

因であったと判断される。

脳-心臓疾患認定基準の改正

後、審査官段階ては初の国
業務上認定と思われる。

瞳震言臨策対議案者w持費
兵庫・阪神大農災の鞍富11を全社iこ

阪神・淡路大震災後、富士レジ

ンでは、安全委員会でいち早く地

震防災対策案を検討しました。各

地の支底等が大震災に遭っても

被害を最小限に止めることを主

眼においた案です。各職場で参考

にしてください。

I 日常の防災対策

就業時間中に「震度7J の地震

が発生した場合を想定して対策

をたてる。

¢濯物の防災対策

「震度7J に耐えうるかどうか、

診断しておく。耐震強度に不安が

あるときは、「筋交いJによる補

強等をしておく。老朽建築物は、

解体・撤去あるいは改築する。

を車事械装置類の防災対策

転倒や滑り等を防止するため、

アンカーを打っておく。

⑮宜険物の防災対策

法定の技術的基準に準じて、防

災対策をしておく。ベール缶、石

油缶等に入っている危険物の転

倒防止対策をしておく。

a極端な積み重ねをしない。

b積み重ねをした物は、「棚をす

るJr固いをするIなわがけを

する」等、荷崩れ防止対策をし

ておく。特に第1石油類等、危

険性の高いものには特別に留

意する。

c少量危険物倉庫に保管してい

る危険物で、開封後¢物は棚か

らの落下や容器の転倒などに

よる危険物の漏れ出しを防止

するよう「危j険物倉庫の床上に

直接置いておくJとか「棚の最

下部に置くJr開封部を再度密

関する」等の防災対策をする。

l4倉庫等に置ける荷崩れ防止対

策や荷の落下防止対策

a棚等は転倒防止のため、止め金

等で固定しておく。

b高所に置いてある物には、「棚

をするJr囲いをするIなわが

けをする」等、荷崩れや落下を

防止する対策をしておく。

c重い物仕t重の大きいもの)や

大きいものは1踏に置くように

し、諸には比較的軽い物止ヒ重

の小さいもの｝や小さいものを

置く。また物品を棚に置く場合

も、できるだけ重い物を下部に

収納する。

⑤作業場所における防災対策

aはしごやパイプ等の長尺物を

立てかけない。やむをえず立て

かけるときはなわがけをする

等、転倒防止対策をしておく。

b物体の落下による危険を防止

するため、高所に物を積んだ

り、ひっ古ヰナたりするときは、

「榔をするJr囲いをするJrな
わがけをする」等、事下防止対

策をしておく。

⑥事務所における防災対策

aロvカ一、棚等はできるだけ窓

際に設置し、可能な限り金具な

どで固定しておく。

b戸棚の扉は、観音開きのものを

避けること。観音開きの扉に

は、「掛け金」や「かんぬき」

をかけて、量動による内容物の

飛び出しを防止する。

cロッカーや棚におく物品は、可

能な限り重いものを下部に置

くようにする。

dロッカーや棚が転倒した場合

にも、執務中の物に危害が及ば

ないよう、可能な限り配置に留

意する。

e什器類は、できるだけ重ね置き

を避ける。特に1m以上の高さ

の所に重ね置きすることを避

ける。

⑦救急備1と救急用品倦略)

⑧備蓄食料等

当該事業所に所属する従業員

が2日間くらい凌ぎうるだけの食

料と水及び燃料とコンロを用意

する。

⑨情報機器の常備省略)

⑮訓練

緊急時を想定した避難誘導司11

練をしておく。似下略)

⑪共同入居者との連絡協議

東京克吉、名古屋、広島、福岡

の各営業所においては、ピル管理

者等に申し入れて、緊急時の対策

を協議するための連絡・協議組

織をつくる。

⑫その他の参考事項

東京工場と富士工場に、容積却

血 3程度の防火水槽を設置する。

E 地震発生時の防災対策

就業時間中に「震度目の大地

震が発生した場合を想定して、人

的-物的被害を最小限に食い止

めるための緊急避難対策
q鴻邸苗

a地震が発生した地区の工場、支

底、営業所に、地震対策本部を

置し

b大地震が発生した地区の工場

長、羽吉長、営業所長は、地震

対策本部長として、緊急時にす

べての商務を行う。

c地皆様本部長は、必要に応じ

て地震対策本部員を選ぴ、必婆

な職務を命ずることができる。

②従業員の義務省略)

③行動基準

aグラッときたら

1手元の火を消す。湯沸器、

コンロ、ストープ、タバコの

火を消す。

2倒壊しそうな行昔号から離れ

る。

3ヘルメットを着用し、頑丈

な什器(机等)の下に退避す

る。「火を消せJr落ち着け」

「机の下に入れ」などを大声

で連呼する。

b揺れがおさまったら

1 火の元の点検。

2 ガス元栓を閉める。電気器

具のプラグを抜く。「完全に

火を消したか、もう一度よく

見ろ」大声で連呼する。

⑤火災が発生したら

初期消火をする。「火事だ!J

大声で連呼し、加勢を呼ぶ。勇気

を出して火を消す。

⑥初期消火に失敗したときは避

華街子動に入る。自衛首防隊員や

上席の者は、安全な避難経路を

指示し、女性や高齢者を優先さ

せて避難誘導をする。

⑦一応の避難カ涜了したら

a人員を点呼し、残留者の有無を

確かめる。

b地震対策本部長の判断により、

必要に応じて、より安全な場所

(公的避難所など)に移動する。

t以下格)

③事態が一応藷着したら

必要最小限の保安要員を除い

て、女性→高齢者→世帯主→単身

者の順に帰宅させ、自家の保安や

家族の安全棚させる。師
全国一般富士レジン工業

(尼崎明働者安全衛生センヲー

ニュース第22号 (4.30))か6転載

トラヴJ_J護霊転手の購輔2鞠
東京@災害性認めようとしない労基署

Yさん(41歳男性)は、 19留年且
月、 2トントラックの運転手とし

て品川区の味土に就労した。運転

業務だけでなく、荷の積卸しも行

う。それもひとりで手積み、手降

ろしという労働内容だった。扱う

荷は、鉄材、酒類、食品、 CD等

さまざま。納品のため倉庫まで運

ぶことも業務に含まれていた。

就労後2か月目位から腕、腰、

足に痛みを感じるようになる。会

社は休ませてくれず、売薬の痛み

止めや湿布を使っていた。

1 9偲年3月、ぎっくり腰で五畳間

休む。調子はよくなかったが、ゆ

っくり医者にかかる時間もなく

就労を続けた。しかし、腕、腰の

痛みがひどくなり 11月、亀戸ひま

わり診療所在受診、休業に入る。

相談を受けた東京東部労災職

菊青センターでは、労災申請のた

め、業務内容の聞き取りをはじめ

る。同時に、全国一般なんぷに加

入し、会社と¢交渉を行われた。

Yさんの症状について、主治医

の診断は「胸盲症、鹿骨神絶痛、

頚肩腕障害」だった。

仕事が原因と訴えるYさんに、

1土畏は「わからない」と答えるだ

け。事業主証明も行わなかった。

1鈎拝2月、労災申請を行い、

翌年1月には作業内容をまとめた

意見書を品川労基署に提出した。

組合との突渉では、会社の安全
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責任が追及された。社長は、ラジ

オ体操をさせていたとか、胸高予

防の資料を置いていたなど、嘘と

反論にならない弁明に終始した。

結局、ピラまきを含めた組合の行

動に、会社は見舞いの意をあらわ

し、会社との交渉は解決となる。

品川i労基署では、労災申請を受

理した後、会社からの聴取を準備

していたが、年度変わりで、担当

者が転勤で変わったこともあっ

たが、今年になってから労基署

は、 Yさんが休業に入る半年前

(1'明年3月)に駒盲で治療をした

ことを取り上げ、当時の調査を行

った。そして、 Yさんに 3月に受

診する前に、業務で腰を痛めたこ

とがなかったか問い合わせた。そ

の次は、休業する日月の直前の作

業をYさんに確かめた。これらー

連の労基署の調査は、局医の方針

に基づいて行われた。

今年5月31日、品川労基署は、

Yさんの 1ω<<-4月末までの休業

補償青求に郊古決定を行った。請

求から 1年半経過しての業務上認

定だった。郊合決定理由在、労基

署は次のように説明した。

① Yさんは1田 3年3月、災害性

関青を発症した。同年11月から

の休業は、 3月の負傷の再発に

よるものである。

②傷病名については、関甫症の

み認める。座骨神経痛、頚肩腕

障害は認めない。

③ よって同年江月から翌年 4月

末までの請求に限り支給する。

頚肩脱障害を含め、長期化が予

想される請求を打ち切るために

か、このような王理由をfサけてきた

のである。 Yさんは来請求の 1寝込

年 5月から 7月末までの 3か月分の

休業補償を追加して請求した。

もうE例は、墨田区の運送会社

で、 4トントラックの運転手が仕

事中に腰を痛め、労災認定された

事例である。墨田区の曙運輸で働

く8(4 '識・男性)さんは、通常4ト

ントラ、 yク¢運転を努め、京浜地

域を担当エリアとしてコンビユ

ータ用紙や OA'機器の配送の仕事

をしている。紙の入ったケースの

重量は約1ト 311忌それを毎日印

～60ケースをトラックに載せて

産主童して回るのである。

日さんは、昨年6月に腰の痛み

を感じて近くの病院に受診し、稚

間板ヘルニアと診断された。その

ときは、薬を飲みながら2～3週間

ほど牽引治療に通院して症状が

治まった。それ以来、今年4月に

入るまでとくに腰に異常を感じ

ることなく過ごしてきた。

再び腰に痛みを感じたのは、今

年4月12日の仕事中。午前 1哨頃、

配達先に到着し

台から台車に降ろしている際に、

腰に痛みを覚えた。ちょうど雨が

降り始めていたため、ケースが濡

れないようにピッチをあげて荷

卸しし、台車に載せて配達先の軒

先まで運搬するという作業を続

けていたところだった。ひと通り

仕事をやり終えたが、帰社してか

ら療の痛みが激しくなった。翌日

仕事を休み、 4月13日に亀戸ひま

わり診療所在受診。腰部捻挫と診

断され、銀灸治療を中心に治療し

しばらく1休業することにした。

Sさんの腰痛は、運転、荷卸し

など腰部への過重な負担による

ため、向島労基署に労災申請し、

1か月後に認定された。 Bさんの

場合、災寄性筋甫の典型として認

定されたが、発症原因は腰部への

過重な負担による疲労蓄積にあ

る。災害性か非災害性かの区別

は、本来留が決めた認定基準上の

問題である。

肝心なことは、抜本的な対策と

していかに腰部への負担を軽減

するかである。トラック運転業務

でも、作業量、作業時間、作業態

様などを見直し、附田
止につなげていきたい。

(東京東部労災職知商センヲ )

一麟鱒諺事業者時生醤iニ轄欝
韓圏・事業主の費用負担を輯成

今年5月1白から、労働部(日本

の労働省に当たる>が主管してい

た「勤労者一般健康診断」が保険

福祉部伺じく厚生省に当たる)

が主管する「職場被保険者一般健

康診断」に移管される。

一般健診は、・労働者集団を対象

として行われ、結核、糖尿、高血

圧、貧血及び肝炎などを早期に発

見するためのものである。この

問、一般健康診断は、産業安全保

健法により必ず実施すべきもの

として、この市場性を認知する多

くの健診機関カ苦言W Lし、実際には

労働者の一般疾患に対する予防

効果よりも、営利第一の事業とし

て進められてきた。しかし、労働

者の職業病予防と健康に関する

関心が高まるに連れ、今まで形式

的に進められてきた健康診断制

度に対l_.,,*士会的に問題提起がな

されるようになった。このような

視点、から、 1鈎咋4月「行政刷新

委員会」の「産業災害予防と対策」

中、「勤労者健康診断制度の改善」

として「勤労者健康診断の項目に

口腔検査、成人病項目を追加し、

その費用を医療保険組合で負担

するかどうかについて検討し推

進」するという案が提出された。

一方、 1992年からの国家経済力

強化のためには企業規制を緩和

すべきだという政府の方針に力

を借りて、事業主たちは、産業安

全保健と関連した法的責任と費

用を少なくしようとする試みを、

この間積極的に進めている。この

ような流れは、 1鉛鉾企業規制緩

和特別措置誌の制定にあらわれ、

健康診断においても費用負担を

少なくしようとする意図が、この

行政尉新委員会案に歪曲され、結

合されたものと思われる。

これに対し、労働部と保館副

部の調整で1関拝5月から一般健

康診断の主管を医療保険組合に

担当させることにしたのである。

毒事何由寝わったのか

①事業主が全額負担していた

健康診断費用を労働者がその

半分を負担するようになる。

一般健康診断対象者筑鴎万名

に対し、昨間に約4口調ウォンが

診断費用として支出された。この

金額は今までは全額事業主が負

担していたが、医療保険に移行さ

れて以降は、医療保検金から支出

される。すなわち、医療保険の財

政は労働者と事業主が同じて半

分ずつ保険料を納めることにな

っているので、結果的に事業主が

ま鴎億ウォン、労働者が2DQ余億

ウォンを負担することになる。

今年、医療保険組合で主管して

実施した一般健康診断費用は、 l
万 6千ウォンから 2万ウォン程度

だが、このうち労働者は仔Fウォ

ンから 1万ウォンを負担すること

になる。

②労働部が主管していた健康

診断事業が保健福祉部の事業

に移管する。

今まで一般健康診断機関の指

定や取り消し、及び精度管理を労

働部が行ってきたが、これからは

保健福祉部が医療保険組合に委

任して主管する。すなわち、関連

の法規定で、産業安全保健法第 43

条は現行のまま適用され、医療保

険法第ま奈によるf g昨保健予防

事業実施指針」の職樹皮保険者の

一般健康診断事業が追加される。

ただし、産業安全保健法第4 3 i条
により、事業主が診断結果を労働

部に報告しなくてはならず、これ

に対し、労働部が必要な管理をす

ベき点、は今までと同じである。

③健康診断機関の管理責任が

強化された。

医療保険法第 3 2条による医療

保険療養機関として指定された

所のうち、医院級以上のところで

臨床精度管理協会の精度管理に

合格した医療機関が、健康診断を

する ζ とができる。

また、医師や医療技師など人力

が常勤していなかったり、免許貸

与がある場合、一般健康診断健診

欄緩長11

種目以外の総合健康診断を誘導

した場合、産業安全保健法で規定

している諸般の事項を遵守しな

い場舎には、健診機関の指定を取

り消すことができる。

④歯科健診、血糖検査、肝炎検

査など成人病健診項自の一部

が追加された。

。労歯蓄の実践方向

一般健康診断の内実化という

側面では、健診機関の資格条件及

ぴ精度管理、指定取り消しに関す

る事項古ず強化されて、制度的には

よくなったといえるが、最も核心

的な問題は、費用負担責任が労働

者に転嫁されたという点である。

しかも、労働者に追加された負担

に見合っただけの権利が制度的

に与えられていない。これについ

て労働部は、労働者から意見を求

めておらず、情報カ境分でないの

で労働者もこれに対する立場を

明確にできなかった。ほとんど全

ての労働者が受ける一般健康診

断に対し、今からでも主人意識と

関心をもって参加すべきであり、

特に労働組合を中心として次に

ような内容を実施すべきである。

①労働者は診断費用の負担に

見合うだけの健康に関する権

利を堂qと主張しよう。

事業主の費用負担が少なくな

っているので、労災職業病予防の

ための施設投資をより積極的に

要求し、健康診断事業に労組が参

加して監督を強化し、内実のある

事業になるようにする。

②診断の結果、一般疾病の所見

が出た者には事後管理をきち

んとすべきであ吾。

このために最も重要なことは

定期的な健康チェックであり、毎
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月1回以上ずつ医療機関を受診

し、事後管理を受けられるように

診察時閣を保障すべきである。す

なわち、団体協議で定期的な診察

時間の確保を図る。

③ 医療保峨の管理、運営に労働

者の代表が参加すべきである。

健康診断費用が増えると、現液

の体系では保険料を増やしてこ

れに当てるものと思われる。すな

わち、労働者の負担が増えていく

といえる。よって医療保険全般に

おいても合理的な政策決定が必

要であり、現行の医療保険組制去

では被保険者併働者、事業主を

含む)が運営委員会に参加できる

ようになっているので、医療保険

運嘗全般において労働者の代表

が参与し、より望ましい保険政策

を打ち立てるようにする。阿1T胃

(韓国労働と健慶研究会 臥岨

労働と健康3 5号)翻訳平田淳子

審査請求か品3か月で韓議司富島
最高輯・労骨省は労災法改正で珂蕗

審査請求、異議申立てその他の

不服申立てに関する行政庁の裁

決等は、本号特集で解説した行政

手続法においても、特定行政領域

としての「適用除外」に該当する

ので、請求に対する処分について

の「標準処理期間」の設定・公表

義務は適用されない。

しかし、行政事件訴訟法では、

審査請求があった日から3か月を

経過しても裁決がないときは裁

決を経ないで処分の取消しの訴

えを提起することができるとし

て伺法繰調1号) 、 「裁決が遅延

することによって国民の司法救

済が遅れるという事態を回避す

る」仕組みを用意している。

一方、労災保険法では、保険給

付等に隠する決定に不服がある

場合に、労災保険審査官及び労働

保険審査会の2段階の審査請求手

続を定めた上で、同法3燥で、処

分の取り消しの訴えは、再審査請

求に対する労働保険審査会の裁

決を経た後でなければ提起する

ことができないと規定している。

このため、行i B a訴訟を提起でき

るのが、労働保険審査官への審査

請求から幼明俗画後か労働保険

審査会への再審査請求から3か月

経過後かが争われてきたが、最高
裁第l !J法廷の1叩咋7月6日の判

決が、この問題に結論を下した。

すなわち、労災保険法が、審査

請求に対する決定が遅延した場

合に決定を経ないで再審査請求

をすることを許容するなど、遅延

に対する救済措置の定めを置い

ていないにもかかわらず、後者の

考えをとるならば国民の司法救

済の道を不当に閉ざす結果を招

くという理由で、労災倒険審査官

に審査請求をした日から3か月を

総且しても決定がないときは、審

査請求に対する決定及び再審査

請求の手続を経ないで訴訟を提

起することができるとした。

これに対して労働省は、最高裁

判決時理由の中で示した、労災保

険審査官への審査請求後一定期

間(3か月)を経過しても決定がな

い場合には、労働保険審査会に再

審査請求することができる旨の

遅延救済措置を置く労災保険法

の改正によって対処しようとし

ている。この改正が行われれば、

審査請求から劫明を鉛晶しても

労災保険審査宮の決定がなけれ

ば労働保険審査会へ再審査請求

を行い、それから3か月経過して

も裁決がなければ提訴可能とい

うことで、審査請求から6か月経

過しでも裁決がなされなければ

提訴可能ということになる。

しかし、法改正までの問、放置

しておくわけにもいかないので、

労働省では、現在審査請求を行っ

ている者に対しては、審査請求か

ら3か月結晶しても決定がなされ

なければ提訴可能という「お知ら

せ」を届けている。これらの人々

にとっては、現在ならば、審査請

求から3か月で提訴可能なところ

が、労災保際去が改正された後に

は、審査請求から6か月でないと

提訴できないということに改悪

されるというかたちになる。

いずれにしろ、審査手続でこの

ような遅延救済措置がいくら整

備されても、その前段階の原処分

段階での処理が遅延してしまえ

ばもともこもない償働省は、過

労死等に対する「標準処理期間J

は「定められない」、一般の職業

病についても r 6か月」としてい

る) 。このような観点、からも、 「標

準処理期間」がチェック阿1T司

されなければならない。 臥斗温
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